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巻
頭
言

次期診療報酬の改定まで半年を切りました｡ 恐
らく今回の改訂では､ ｢在宅｣ と ｢かかりつけ薬
局｣ のところに比重が大きくなると考えられます｡
｢かかりつけ薬局｣ には当然 ｢在宅｣ が求められ
るでしょう｡
今の社会情勢をみればその流れは仕方がないこ
とだと言うことが分かります｡ 2025年には団塊の
世代 (私もその中に・・・) がすべて後期高齢者
になり､ 介護が必要になる人々が増加するのは火
を見るよりも明らかです｡ また､ ｢かかりつけ薬
局｣ についても､ 国民の健康に関した情報発信源
となり身近な存在になることは､ とてもいいこと
だと思います｡ しかし､ 多くの薬局では不安や戸
惑いも多くあるのではないでしょうか？特に調剤
に特化した薬局についてはなおさらでしょう｡
半世紀前､ いや35年前までは医薬分業はほとん
どなく､ 町の薬屋さんとして地域に根ざした頼り
になるお店だったように記憶しています｡
実際､ 私が薬剤師の道に進もうと思ったきっか
けも近所の知人の薬局 (薬剤師) をみて自分もそ
のような店を持てたらと思ったからです｡ 薬局内
には椅子やテーブルを置いて､ お客にお茶でも出
しながら世間話をしたり相談にのったり､ そんな
気軽に寄れる薬局作りを夢見ていました｡
果たして今の薬学生の方たちの薬局というイメー
ジは､ そんな薬局とはかけ離れた､ 処方せんを受
け付けて調剤をするところというものではないで
しょうか｡
では､ 今､ 厚生労働省や日本薬剤師会がイメー
ジする ｢かかりつけ薬局・薬剤師｣ はどのような
ものでしょうか｡
｢かかりつけ薬局｣ については ｢多職種連携の

相談機能｣ を期待されています｡ 具体的には､ 基
本機能として
①服薬情報の一元的な把握とそれに基づく薬学
的管理・指導
②24時間対応､ 在宅対応
③かかりつけ医をはじめとした関係機関等との
連携強化

の３本柱｡ さらに支援薬局に求める上乗せの健康
サポート機能として
□地域における連携体制の構築

□薬剤師の資質確保
□薬局の設備
□薬局における表示
□要指導薬等の取り扱い
□開局時間
□健康相談・健康サポート
の７項目を求めています｡
また､ ｢かかりつけ薬剤師｣ として選ばれるために､
①地域の住民から､ 医薬品等に関する相談を親
身になって受け､ そのニーズを把握すること
ができる｡
②常に自己研鑽に励み､ 最新の医療および医薬
品等の情報に精通している｡
③地域医療連携に不可欠な地域の社会資源等に
関する情報を､ 十分把握している｡
④薬事・保健衛生等に関する地域の社会活動､
行政活動等に積極的に参加し､ 地域包括ケア
システムの一員として活動できる｡
⑤医薬品等の使用について的確な情報提供や指
導を行うことができ､ また､ 適切にかかりつ
け医等へ受診勧奨等を行うことができる｡
⑥医薬品の一元的かつ継続的な薬学管理指導を
行い､ 処方医に対して薬学的知見に基づき疑
義照会を行うなど､ かかりつけ医と連携して､
患者に安全で安心な薬物治療を提供すること
ができる｡
上記①～⑥の資質を備えていることが求められ
ています｡

私自身この年になってこのような期待に応える
ことができるのかとても不安です｡ しかし､ 時代
の流れに沿わなければ継続することは困難になる
でしょう｡ そして医薬分業が国民に支持されるた
めには必要なことだと感じています｡ 行政は行き
たい方向には国費を投入します｡ 個々の薬局・薬
剤師が､ これからの医療・健康サポートのために
どのような行動をしていくのか正念場にさしかかっ
ていると言っても過言ではないでしょう｡
若い世代は夢と希望と新しい知識を吸収する力
があります｡ 今後いろいろな場面で多大な負担を
強いることになると思いますが､ その力を尽くし
ていただきたいと思います｡

これからのかかりつけ薬剤師
とかかりつけ薬局を考える

巻 頭 言

(一社)岩手県薬剤師会

副会長 大 谷 道 男
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岩手県薬学・薬事関係者懇話会

第36回新年会の開催について

恒例の薬学・薬事関係者懇話会主催の新年会を下記のとおり開催いたします｡

平成28年を迎えるにあたり､ 薬業に携わる各界の皆様の情報交換の場になればと

考えております｡

会員の皆様には､ お誘い併せのうえ多数ご参加ください｡

[日 時] ： 平成28年１月16日 (土) 午後５時から

[場 所] ： 盛岡グランドホテル

[会 費] ： 5, 000円

☆参加申込は､ 各地域薬剤師会長に取りまとめをお願いしておりますので､ 所属薬剤師会へ

お申し出ください｡

☆県薬事務局へ直接ファックスあるいはメールで申し込んでいただいても結構です｡

巻
頭
言
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東京薬科大学 薬学部客員教授
安 田 一 郎

危険ドラッグと大麻
寄 稿

１. 危険ドラッグに対する法規制

危険ドラッグとして､ 植物片に合成カンナビノ

イドを添加した脱法ハーブ (合法ハーブともいう)

が国内に流行し始めたのは2009年以降です｡ 欧米

で大麻に替る新規の薬物として登場した合成カン

ナビノイドは､ 日本では ｢捕まらない薬物｣ とし

て輸入され､ 都内の繁華街で販売されるようにな

りました｡

しかし､ 2014年６月東京池袋で危険ドラッグ

(図１) を吸入した運転手が､ １名死亡､ ６名重

軽傷の自動車暴走事故を起こしたのをきっかけに､

自動車運転死傷行為処罰法 (同年５月20日施行)

の適用が明確になり､ 自動車等の運転時に所持あ

るいは使用していれば､ ｢捕まる薬物｣ として取

締りの対象となりました｡ なかには100名以上の

死者を出した商品 (写真１) もあります｡ これら

危険ドラッグの多くは指定薬物が配合されたもの

で､ それを規制する医薬品医療機器等法 (改正薬

事法) では輸入､ 製造､ 販売､ 所持､ 使用､ 購入

等は原則禁止とされ､ また関税法でも ｢輸入して

はならない貨物｣ として法規制は非常に厳しいも

のとなりました｡

２. 海外での合成カンナビノイドの流行

合成カンナビノイドが欧米で流行したきっかけ

を作ったのは､ 英国であるといわれています｡ 英

国では新しいタイプの大麻が流通するようになり､

2009年に大麻に関する法律を厳しくしました｡

｢所持していても警察官は令状がないと逮捕でき

ない｣ (クラスCの薬物) から ｢所持していれば

逮捕できる｣ (クラスBの薬物) に規制を厳しく

したのです｡ それは喫煙した若者が幻覚､ 妄想を

寄

稿

�� ���������������������������������
��� ���������������������������������� ��� ������������������

��� ����������������������������



4

寄

稿

覚え､ 高電圧送電塔に登ったり､ 高層の窓から飛

び降りたり､ それによる事故で100名もの死者を

出すようになり､ 社会問題となったことがその理

由です｡

その一方で､ 医薬品開発の一環として､ 作用物

質であるテトラハイドロカンナビノール (THC､

図２) の類似作用を持つ合成カンナビノイドの開

発が進んでいました｡ その代表的な薬物がスパイ

スと呼ばれる大麻類似のレクリエーション・ドラッ

グです｡ 欧州各国の薬物取扱店の店頭に並ぶよう

になり､ 英国ではクラスCの薬物とし販売されて

いました｡ 日本にも輸入されましたが､ 大麻を含

有するわけではないので､ それ程話題になりませ

んでした｡

レクリエーション・ドラッグは一般的には､ 作

用の弱い薬物をいい､ 家庭でも楽しむという意味

が含まれます｡ その代表的なものが古いタイプの

大麻で､ 厳密にいうと､ 酒､ タバコもこれに当た

ります｡ 薬物汚染のある程度進んでいる国では､

大麻はレクリエーション・ドラッグとして､ 厳し

く取り締られることはありません｡ 東欧出身の若

い力士が､ 大麻喫煙の疑いがあるとして日本相撲

協会から解雇された事件は､ まさに薬物取締の国

による相違を物語っています｡

大麻に替って登場してきた合成カンナビノイドは､

LSD作用を求める若者の要求によって､ 次第に強

い作用を示すものが好まれるようになり､ ダウナー

系薬物からサイケデリック系薬物に変わりました｡

その結果､ 社会問題を起こすことも多くなり､ 欧

米各国政府はその規制を厳しいものとしています｡

現在英国では､ 合成カンナビノイドを覚せい剤並み

のクラスBの薬物としています｡ 法規制を厳しくし

た結果､ 欧米各国では日本より一足早く､ 合成カ

ンナビノイドの乱用は少なくなりました｡

３. 危険な大麻

2015年の米国の統計によると､ 大麻乱用者は世

界に1億8千2百万人いるといわれ､ 年間5,764トン

が消費されています｡ 合成カンナビノイドの使用

者がまた大麻に戻ってきたかといえば､ そのよう

なことではありません｡ 薬物としては欧州ではコ

カインの使用が増し､ 米国では覚せい剤の使用が

増えています｡

大麻は植物ですからTHCの類似物質を多数含

みますが､ 作用を示すのは本物質だけで､ 植物中

では比較的安定な物質です｡ しかし､ 空気中にさ

らすと､ 容易に酸化され､ 作用の無い物質に変わっ

てしまいます｡ THCの摂取量は少ないと鎮静作

用や陶酔感が現れますが､ 多いと幻聴､ 幻覚作用

が現れるサイケデリック系薬物となります｡

大麻は作用の発現する時間が極めて短いのが特

徴です｡ 気化したTHCが肺から血中に入り､ 肝

臓を通ることなしに､ 直接脳の海馬に運ばれます｡

そこで第一段階として､ その受容体が活性化され､

内因性カンナビノイドの放出が起こります｡ 第二

段階として､ その内因性カンナビノイドがCB1受

容体を活性化し､ 神経伝達物質の放出を抑制しま

す｡ その結果､ 大麻特有の鎮静作用～サイケデリッ

ク作用が発現すると考えられています｡ ですから

摂取者は喫煙と同じように､ 陶酔感､ 多幸感を数

分で感じることができます｡ その一方で､ 血液の

酸素運搬能力が低下するので､ 心拍数は増加しま

す｡ そして脳から出たTHCの多くは肝臓で､ 水

酸化されたり､ 抱合体となったりして水溶性を増

し､ 腎臓から尿として排泄されます｡

大麻喫煙の短期的影響は､ 記憶､ 学習､ 問題解

決思考などに現れ､ これらを困難にします｡ また

知覚の変化､ 緊張の緩和を起こす一方､ 高揚感を

感じるようになり､ 多弁になり､ 食欲も増えます｡

長期的影響としては次第に不安感を覚えるよう

になり､ 時としてパニックになったり､ 無感情に

なったり､ うつ状態になったりそう状態になった

りを繰り返します｡ 攻撃的行動をとったり､ 妄想

にかられたり､ 幻覚を見たりするようにもなりま

す｡ 大麻精神病とよく呼ばれますが､ これは記憶､

学習､ 思考などが困難になった状態 (無動機症候

�� ������������
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寄

稿

群ともいう) をいいます｡

大麻はコカインなどと違って､ 依存症の少ない

薬物といわれていますが､ 禁断症状が現れること

があります｡ 人によっては大麻が断たれてから

１－２日以内で現われます｡ その禁断症状は､ 不

安､ 抑うつ､ 攻撃的傾向､ 不眠などの睡眠の異常､

食欲不振､ 体重減少､ 悪寒､ 疲労感などですが､

28日経過しても症状が残る場合もあるようです｡

いずれにしてもこのような状態になれば､ 医師は

薬物総合失調症と判断します｡

４. 日本における大麻の取締り

大麻は大麻取締法によって､ 栽培､ 所持､ 譲渡

等が規制されています｡ 国外においても､ 1991年

(平成３年) の法改正によって､ 日本国外にて大

麻の輸出入・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の行

為を行った者も処罰対象となりました (大麻取締

法第24条の８)｡ もっとも刑法第２条の例に従い､

薬物は国の内外を問わず､ その使用､ 所持は違法

と判断されます｡ インターネット上での大麻種子

の個人輸入がときどき話題となりますが､ 発芽能

力のある種子は大麻取締法の規制を受け､ また､

薬物として関税法違反ともなります｡ そしてその

栽培を助言､ 協力､ 支援した者は､ 麻薬特例法の

｢あおり・そそのかし｣ に該当することから､ 犯

罪者となります｡

日本に自生する大麻はアジア種とよばれる品種

で､ Cannabis sativaの一種です｡ 世界的に有名

なものはインドアサ C. sativa subsp. indicaであ

り､ その他多くの亜種､ 変種が知られています

(図３)｡ しかし最近はバイオ技術の進歩によって､

英国で問題となったスカンクのようなTHCが高

含量の大麻も商品化されています｡ それ以外にも

アイス､ シルバー・シャンティなどの品種の大麻

が有名です｡ 植物部位でTHC含量が高いのは､

雌花の周囲に付く腺毛で､ 雌株 (写真４) の方が

雄株 (写真５) よりも含量が高いといわれていま

す｡

日本では､ 中国と同様､ 古くから大麻を喫煙す

る習慣は一般的にはありません｡ 日本に自生する

大麻は､ 概ねTHCの含量が0.6％以下と少なく､

陶酔感や多幸感は得られなかったことに因ります｡

作用の強い大麻を持ち込んだのは､ 在日米軍基地

で働いていたジャズ奏者や若い軍人で､ THC含

量数％のいわゆるマリファナ (インド大麻) を使

用しました｡ これが徐々に周囲の日本人の間にも

伝播していき､ 大きく変わったのは､ ベトナム戦

争後の米国文化の影響です｡ いわゆるフォークソ

ングブーム､ ヒッピーブームであり､ ｢ベトナム

戦争反対｣､ ｢世界平和を｣ というシュプレヒコー

ルを聴きながら､ 反戦ツールの一つとして､ また､

リラックス感､ 開放感､ 陶酔感を感じる薬物とし

て､ 一部の日本の若者の間に広まっていきました｡

これが次第に社会問題となるようになり､ 所持､

販売で逮捕､ 検挙される者が増えてきました｡ 使

用についての罰則は､ 麻薬及び向精神薬取締法に

��� ���������
��� ���������
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より､ 無許可所持は､ 大麻取締法で最高刑懲役５

年､ 営利目的の栽培は､ 大麻取締法で最高刑懲役

10年となっています｡

５. オランダでの大麻事情

大麻は､ ゲートウェイ・ドラッグと説明される

ことがあります｡ ゲートウェイ・ドラッグとは､

他の薬物を使用するきっかけとなり､ 他の薬物へ

の入り口であるという ｢踏み石理論｣ に基づいた

説明です｡ 日本は薬物汚染が極めて少ない国で､

15歳から65歳の国民の薬物の生涯経験率はわずか

１％前後です｡ 薬物の生涯経験率が30％以上にも

なっている欧米では､ 大麻がゲートウェイ・ドラッ

グであると考えられても問題はないと思いますが､

日本では難しいものがあります｡ むしろ酒やタバ

コをゲートウェイ・ドラッグと考える方が適当で

す｡

しかし海外旅行､ 海外合宿､ 海外留学では､ 大

麻喫煙にさらされる事が多々あります｡ その代表

的な国がオランダです｡ アムステルダム市内の繁

華街を歩いていると､ 至る所に大麻の喫煙できる

コーヒーショップがあります｡ オランダではコー

ヒーのことをkoffieといい､ coffeeとはいいませ

ん｡ これらの店では5グラム以内の大麻であれば､

18歳を越える者は､ 喫煙が可能です｡ まさに大麻

がゲートウェイ・ドラッグとなっています｡ ヘロ

イン中毒者の多かったオランダでは､ 1979年公衆

衛生政策の一環として､ その代替薬物である大麻

の提供を､ 市内に場所を定め､ 制度化しました｡

当初アムステルダム市内では９軒の店舗があった

そうです｡ それが1988年には100軒以上に増え､

今はアムステルダム市内だけで､ 何百軒あるのか

分かりません｡ これら店舗の営業許可は地方自治

体が与えますが､ 営業許可を与えないようにして

いるので､ オランダ国内では減少していると公式

には発表されています｡ しかしアムステルダム市

内を歩く限り､ そのようには思えません｡ 店舗数

は以前より明らかに増えています｡ 店内は薄暗く

して雰囲気を出している所もあれば､ 店内を覗け

る程､ 開放的にしている所もあります｡

６. 医療用大麻の認可

薬物である大麻の規制を難しくしているのは､

医療用大麻の存在です｡ 医療用大麻はHIV患者の

食欲増進剤として､ ガン患者の鎮痛剤として有効

であると証明され､ 使用されているもので､ 医師

の処方箋が必要な医薬品です｡ それはドイツ､ イ

タリア､ スペイン､ ポルトガル､ 英国などの欧州､

南・北米諸国の限られた国で認可されています｡

日本ではまだ厚生労働省から認可されていません｡

最近一部の医療関係者が 『臨床カンナビノイド学

会』 を発足させ､ 科学的データからその有効性を

証明し､ 有用性から医療への使用が認める運動に

展開しようとしていますが､ 将来それが医薬品と

して認可されるか否かは分かりません｡

米国では連邦法で､ 大麻は全面的に禁止される

薬物ですが､ 1996年にカリフォルニア州で医療大

麻法が執行されたのを皮切りにして､ 現在までに

50州のうち23州とワシントンD.C.で医療としての

使用が認められています｡ もちろん医師の処方箋

が必要となります｡

その一方で､ 2014年１月には“嗜好品”として

の大麻がコロラド州で認められました｡ レクリエー

寄

稿

��� �������������

��� �������������������������
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寄

稿

ション・ドラッグとして認可されたのです｡ 現在

は住民投票により､ ワシントン州､ アラスカ州の

２州でも､ 合法的に１オンス (約28グラム) まで

なら所持できることになりました｡ 米国内では､

年々解禁される方向にあります｡ これは悪法とい

われた禁酒法に通じるものがあり､ 自己責任を取

るのであれば､ 規制することは好ましくないとい

う市民感情に因るものです｡ しかし､ 栽培に関し

ては依然として厳しく､ 医療用大麻の生産者でな

ければ､ 個人では６株までしか栽培することがで

きません｡

７. 大麻摂取による自動車事故

2015年10月現在､ 米国での大麻使用者は10年前

と比べおよそ２倍に増えたと発表されています｡

その中で､ 死者を出した自動車事故を調べてみる

と､ 運転者から検出される物質の１位がアルコー

ル､ ２位が大麻ということです｡ アルコールと大

麻の両方が検出されることもよくあり､ 両者が合

わさると顕著に運転能力の低下が見られるとされ

ています｡

大麻タバコ２分の１本以上を吸引した場合は､

車線に沿って運転できない｡ 黄色信号や不意の危

険に対しての対応速度が鈍る｡ 自分のスピードが

正しく認識できない｡ などの運転障害が明らかに

されています｡

８. 終わりに

現在､ 薬物である合成カンナビノイドは各国で

覚せい剤並みの法規制､ 罰則が科せられています｡

しかし大麻については､ 各国で規制の状況が異な

ります｡ 例えば､ 中国やイスラム諸国の一部の国

では､ 大麻の密輸入､ 所持､ 売買は､ 死刑を言い

渡されることもあります｡ 欧州であっても､ スイ

スではTHC含量が１％以上の大麻の栽培､ 使用､

及び販売は禁止されています｡ しかしドイツでは

不法所持は違法とされ､ 罰金および禁固刑もあり

ますが､ 個人使用量だけの所持・栽培は起訴され

ません｡ これはスペインでも同様で､ その上､ 種

子の販売は合法化され､ 規制はされていません｡

このように､ 生活文化に基ずくこともあって､ 大

麻の規制は複雑です｡

その一方で､ 大麻抽出物を食品に入れたり､ ウ

オッカ (写真９)､ ビールなどの飲料に入れたり

する文化も海外にはあります｡ 公衆衛生の担い手

として､ 私達薬剤師は､ 大麻に関する情報を正し

く理解しておくことも必要です｡��� ���������������������� ��� �����������������
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第第6666回回東東北北薬薬剤剤師師会会連連合合大大会会がが開開催催さされれままししたた

報

告

大会テーマ：｢地域包括ケアシステム構築､その時､薬剤師は？｣

日程とプログラム

(とき 平成27年９月12日 (土) ～９月13日 (日) 場所 ホテルルイズ (盛岡市))

第１日目 平成27年９月12日 (土)

15：00 特別講演

これからの時代に求められる薬剤師像

～2025年の超高齢社会を見据えて～

公益社団法人日本薬剤師会会長 山本 信夫

16：45 開会式開会

・ 大会会長あいさつ

・ 来賓祝辞

・ 来賓紹介

・ 感謝状贈呈

・ 薬事衛生功労者表彰

・ 次回開催県あいさつ

17：30 開会式閉会

18：00 懇親会

第２日目 平成27年９月13日 (日)

９：00 シンポジウム ｢地域包括ケアシステム構築に向け

て薬剤師は何をすれば良いか｣

基調講演

｢地域包括ケアシステムの中で薬剤師に求めるもの｣

厚生労働省保険局医療課薬剤管理官 中井 清人

パネルディスカッション

コーディネーター

岩手県薬剤師会常務理事 工藤 賢三

パネリスト

盛岡市医師会会長 和田 利彦

釜石市健康推進課地域医療連携推進室係長 小田島史恵

チームもりおか所長 板垣 園子

盛岡薬剤師会理事 平山 智宏

第66回東北薬剤師会連合大会が､ 平成27年９月

12日 (土曜日) から13日 (日曜日) の二日間にわ

たり開催されました｡ 岩手での開催は平成16年以

来実に11年ぶりの開催となりました｡

本大会は､ 東北薬剤師会連合会会則及び同細則

により､ 青森→岩手→宮城→福島→山形→秋田の

順番で開催することが定められております｡ 岩手

の前回開催順は平成23年でしたが､ ご存じのとお

り東日本大震災が発生し､ 連合大会を開催できる

状況ではなくなったため､ 秋田県薬剤師会に代わっ

て開催していただき､ 今回は秋田県の順番のとこ

ろを当県が代わって開催させていただいたもので

す｡ 平成23年当時､ 急遽､ 開催を引き受けていた

だいた秋田県薬剤師会に改めて感謝申し上げます｡

東北薬剤師会連合大会は､ 東北薬剤師会連合会

会則第9条に開催することが規定され､ 今回で66

回目を数えます｡ 岩手県では記念すべき第１回目

が昭和24年に岩手県の花巻温泉を会場に行われ､

今回で11回目です｡

従来､ 日程の二日目は分科会形式で行われ､ 専

門分野に分かれて議論をする場を設けていました

が､ 薬局の役割について国民的関心の高まりや､

国が薬局に健康情報拠点機能を有することを求め

るといった状況を受け､ 今大会では､ 地域包括ケ

アシステムにおける薬剤師の役割を共通テーマに

据え､ 会員が広く参加できるシンポジウムにスタ

イルを変えさせていただきました｡

最後になりましたが､ 二日間を通じ､ 東北各地

域から多くの方にご参加いただきましたことにつ

いて､ 誌面を借りてお礼申しあげます｡

第66回東北薬剤師会連合大会実行委員

委員長 村井 利昭

委 員 東 透

委 員 野舘 敬直

委 員 川崎 卓

東北薬剤師会連合大会について
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報

告

９/12 (土)､ 13 (日) の２日間にわたり､ 第66

回東北薬剤師連合大会が開催されました｡ 本大会

は例年､ 東北６県で持ち回り開催されるのが通例

ですが､ 岩手県は本来2011年に開催予定だったと

ころ､ 東日本大震災の影響により秋田県と開催年

を交換し本年の開催に至りました｡

また､ 開催直

前に巨大な台風

18号が日本各地

に強風や豪雨に

伴う大被害をも

たらし､ 宮城県

においても９/

11 (金) に大崎

市で渋井川の堤

防決壊を伴う甚

大な被害が発生

しました｡ そん

な最中での本大

会の開催でしたので､ 他県からの参加者の皆様が

無事に来県できるかたいへん心配な状況でしたが､

大会当日は交通機関なども乱れることなく無事開

幕することができました｡

今大会では､ メインテーマを【地域包括ケアシス

テムの構築､ その時､ 薬剤師は？】と題して､ 特

別講演やシンポジウムにて貴重な講演や濃厚な議論

が交わされましたのでその内容について報告します｡

◆大会１日目 ９/12 (土)◆

まず初めに､ 日本薬剤師会会長・山本信夫先生

の特別講演 ｢これからの時代に求められる薬剤師

像 ～2025年の超高齢社会を見据えて～｣ が開催

されました｡

医薬分業の経緯と薬事法・薬剤師法の制定から

現在に至るまでの改定の歴史､ そして今後の高齢

者増加に伴う医療・介護機能再編の方向性イメー

ジについて非常に分かりやすく講義していただき､

今後迎える超高齢社会に対応するための地域包括

ケアシステム構築において我々の薬局が地域住民

のファーストアクセスの場として健康や介護等に

関する相談応需出来る場所として存在しなければ

ならないという重要性について力説していただき

ました｡ それに伴い薬局の在り方は､ 『かかりつ

け薬局 (かかりつけ薬剤師)』 として地域住民の

医薬品の一元的管理を担っていかなければならな

いということがより明確に示されました｡

続いて達増拓也岩手県知事や谷藤裕明盛岡市長

らを来賓に迎え､ 開会式が開催されました｡

畑澤博巳会長の開会挨拶に始まり､ 各来賓の方々

からの祝辞､ その後に２名の方へ感謝状贈呈およ

び12名の方へ薬事衛生功労者表彰が行われました｡

本県からは､ 清川悦子先生と新妻龍之先生のお二

方が薬事衛生功労者として表彰され､ 全表彰者を

代表して新妻先生から謝辞が述べられました｡

初日最後のイベントとして懇親会が開催されま

した｡ 美酒・美食を交えながら県の枠を超えて交

｢第66回東北薬剤師会連合大会｣ に参加して
ポプラ薬局 (盛岡市) 野舘 敬直

(大会誌)

(畑澤会長挨拶)

(達増知事挨拶)

(新妻先生謝辞)
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友を深め有意義な情報交換が行われておりました

が､ 何といっても懇親会最大の目玉は ｢東北６県

対抗わんこそば大会｣ でした｡ 各県代表者1名ず

つが２分間の時間内に何杯食べられるかを競うルー

ルで開催され､ 本県からは第１戦には川崎卓先生

(さんぺい薬局)､ 第２戦には阿部司先生 (すみれ

薬局)､ 急きょ実施された最終第３戦には及川憲

太郎先生 (及川薬局けいとく店) という岩手の誇

る大食い自慢の３選手が開催県のプライドをかけ

て参戦しました｡ 結果は､ 初戦で岩手の総大将・

川崎先生が貫録を見せつけて他の追随を許さぬ圧

勝劇で優勝！！この勢いに乗って…と行きたいと

ころでしたが､ 第２戦の阿部先生と最終戦の及川

先生は大健闘したものの接戦の末惜しくも優勝に

は手が届きませんでした｡ 戦いを重ねるごとに会

場内はどんどんヒートアップし､ 某県においては

県薬剤師会会長が代表選手に鬼の形相でエールを

送り続ける姿も見受けられました｡

◆大会２日目 ９/13 (日) ◆

２日目は､ シンポジウム ｢地域包括ケアシステ

ム構築に向けて薬剤師は何をすればよいか？｣ が

開催されました｡

厚生労働省保険局医療課薬剤管理官・中井清人

氏による基調講演 ｢地域包括ケアシステムの中で

薬剤師に求めるもの｣ に続き､ 和田利彦先生 (盛

岡医師会会長)､ 小田島史恵氏 (釜石市保健福祉

部健康推進課地域医療連携推進室)､ 板垣園子氏

(医療法人葵会チーム盛岡)､ 平山智宏先生 (盛岡

薬剤師会理事) よりそれぞれの立場から実際の現

場における現状と課題についてパネルディスカッ

ションが実施されました｡

立場ごとの違いはあったものの､ これからの超

高齢社会を迎えるにあたり､ より良い医療・介護

体制を構築していくため我々薬剤師に対し大いな

る期待を寄せられているというメッセージがまじ

まじと伝わってきましたが､ 現在直面している医

療費削減 (後発医薬品やOTCの推進など) や地

域格差などの諸問題にも目を背けることなく向き

合っていく必要性についても語られました｡

その後の質疑応答においては各県参加者から多

数の質問や意見が出され､ たいへん濃密なディス

カッションが繰り広げられました｡ まだまだ議論

は尽きない…といった様子でしたが､ 定刻となり

タイムアップ｡ 最後に齊藤明副会長の閉会挨拶が

あり､ ２日間にわたる大会に幕を閉じました｡

冒頭にも述べましたが､ 今回の本県開催は変則

のため､ また再来年も岩手県で開催されます｡ そ

れまでの２年の間にも医療・介護を巡る環境や我々

薬剤師の在り方に関して更に状況が変化している

可能性があります｡ 今回学んだことを踏まえ日々

の業務に活かし､ ２年後には更にレベルアップし

た薬剤師が岩手に再度集結し､ より盛大な大会が

開催できることを期待します｡

(上：奮闘する各県選手 下：ヒートアップする会場) (上：質疑に応じるパネリスト 下：質問する参加者)

報

告
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世界に比類ないスピードで高齢化と少子化が進

行する我が国にあっては､ 戦後の団塊の世代の子

供たち全員が75歳を迎える2025年を我が国の高齢

化のピークと捉えて､ その時に向けて様々な施策

を講じている｡ 世界に冠たる ｢国民皆保険制度｣

の下で､ 世界一の長寿国として国民が等しくその

恩恵を享受し､ その健康と安全を守ってきた社会

保障制度も､ 人口の高齢化と少子化によって､ 社

会保守制度を安定的に維持・運営するための財政

的基盤に綻びが生じ､ 年金はもとより医療保障制

度も現在の給付水準を確保することが容易ではな

い状態に陥ることが懸念されている｡ こうした状

況を受けて､ 国は社会保障財源を安定的に確保す

る目的で消費増税を行う一方で､ 社会保障制度全

体の見直しを行っている｡ とりわけ､ 高齢社会に

あってはよりその需要が増加すると思われる医療

サービスの根幹となる医療保険制度のみならず､

年齢の高齢化に伴って欠くことのできない介護サー

ビスや介護保険制度までを一体的に捉えた仕組み

に加えて､ 住み慣れた地域で老後の生活や療養生

活が送れるよう地域が一体となって支える体制を

目指して､ 新たな地域医療提供体制のモデルとし

て ｢地域包括ケアシステム｣ を提言している｡ こ

のシステムでは､ これまでの医療機関完結型の医

療提供体制から､ 地域完結型への大きな視点の転

換を求めている｡ 言い換えれば､ 地域の ｢かかり

つけ医｣ を中心に医療関連多職種が連携したチー

ムによる医療提供体制の構築と考えてよい｡ その

チームの中で薬剤師にはこれまで以上に大きな期

待が寄せられており､ 外来・在宅を問わず､ 地域

で療養する患者や地域住民に対して､ 安全で安心

な薬物治療やＯＴＣ薬等の提供や健康に関する相

談窓口として機能することが不可欠となる｡ ｢か

かりつけ医｣ をはじめ他の関連職種と密接な連携

の下で､ ｢かかりつけ薬剤師・かかりつけ薬局｣

には2025年に直面する超高齢社会にあっては､ 調

剤､ 医薬品の供給といった薬剤師の基本的な業務

を的確に果たすとともに､ 地域住民の健康相談等

への対応を通じて､ 適切なセルフメディケーショ

ンの提供にまで視野を広げた業務対応が求められ

ている｡ こうした状況を踏まえて､ あらためて

2025年の超高齢社会で期待され､ 求められる薬剤

師の役割とそのあるべき姿について考えて見たい｡

これからの時代に求められる薬剤師像～2025年の超高齢社会を見据えて～
公益社団法人日本薬剤師会会長 山本 信夫 氏

特別講演要旨

近年の医療技術の高度化や医薬分業の進展など､

薬剤師を取り巻く環境は大きく変化しています｡

また､ 薬剤師への期待も､ 適切な服薬指導による

薬物療法効果の最大化や､ 副作用リスクの最小化

地域包括ケアシステムの中で薬剤師に求めるもの
厚生労働省保険局医療課薬剤管理官 中井 清人 氏

基調講演要旨

報

告
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パネルディスカッション
講演要旨 １

地域包括ケアシステムの構築に向けて､ 岩手県

医療審議会では､ 医療計画部会で地域医療構想を

作成中であり､ 慢性期病床の削減と在宅医療への

転換が行われることになる｡ 過剰な病床の削減が

大きな目的であるが､ 岩手県においては､ 過剰な

病床の削減より､ 不足する医療資源の確保が大き

な課題である｡

盛岡市では､ 介護サービス業者が多く､ 在宅医

療においては､ 在宅医療専門の医療機関一箇所と

在宅医療を積極的に行っている医療機関十数箇所

があり､ 現在のところ､ 市民の在宅医療のニーズ

に対応できていると思われる｡ 盛岡市医師会では､

在宅医療部が医療機関および多職種の連携を目指

している｡ また､ 訪問看護ステーションと指定居

宅介護支援事業所を運営し､ 会員の在宅医療に貢

献できるような事業展開を目指している｡ 昨年会

地域包括ケアシステム ―医師会の役割―
一般社団法人盛岡市医師会会長 和田 利彦 氏

など､ モノの供給という役割から､ 薬学的管理に

基づく医薬品適正使用の推進のための人的な役割

へと大きく変化しています｡ また､ チーム医療・

在宅医療への参画による薬物療法への主体的な貢

献や､ 適切なセルフメディケーションの推進機能

の担い手としての役割も期待されています｡ しか

しながら､ その一方で､ 最近の医薬分業に対する

批判や､ 薬剤師の顔が見えない等の批判も根強く

残っているのも事実です｡

このような期待と批判の入り交じった状況にお

いて､ 薬剤師に期待されること､ 期待される能力

は､ いったい何でしょうか｡ 残念ながら､ このよ

うな難しい問いかけに対して､ 私が答えを持って

いるわけではありません｡

しかし､ 私自身がそのような能力を持っている

かどうかは別として､ 言えることが一つだけあり

ます｡ それは､ 当たり前ですが､ 期待されている

役割を実行する能力を持つことではないでしょう

か｡ つまり､ 薬剤師の基本的な能力に加えて､ そ

の時々において変化しうる期待に柔軟に対応する

能力とその実践だと思います｡ それを､ 現時点で

具体的に言えば､ 例えば､ セルフメディケーショ

ンの推進､ 在宅医療の推進などにおいて､ 薬物療

法を軸として､ より効果的・効率的な医療を提供

するための課題を発見して解決する能力とその実

践です｡

また､ ある地域でも､ 医療機関でも､ 期待され

る能力と実行力を持った薬剤師の先生が､ セルフ

メディケーションの推進､ 在宅医療の推進などに

おいて､ 患者ケアや医療費の削減に明確なエビデ

ンスを打ち出し､ それを大きく主張すること､ つ

まり､ 薬剤師の臨床活動モデルとして現場からの

発信することが必要であると感じています｡ その

一つの成功例を目にした他のやる気のある薬剤師

の先生がそれを真似し､ 若しくは改良し､ さらに

情報を発信することにより､ やる気のある薬剤師

の方々の活躍が広がっていくことを期待するとと

もに､ そのために､ 我々行政の立場からも努力し

ていきたいと思います｡

報
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員に対して行ったアンケート調査では､ 約65％の

会員が在宅医療に関わっていないことが明らかと

なり､ 今後増加するニーズに対応できるような対

策が課題であり､ 恐らく歯科医師会や薬剤師会で

も同様の傾向と思われる｡

これまで在宅医療を行っていない会員も､ 長期

間通院し高齢化していく患者が在宅医療を希望す

る場合は､ 自ら対応していく必要性が生じ､ 多く

の会員が在宅医療に関わりを持つことになると考

えられる｡ 医師会としては､ 会員に提供可能な在

宅医療について情報提供を行うとともに､ 患者に

必要な医療を受けることが可能な医療機関の情報

提供を行い､ 医療連携していくことも重要と考え

られる｡ 今後､ 会報に在宅医療について､ 連載し

て情報提供を行う予定であるが､ 市民および医療

関係者に対してもどのような在宅医療を受けるこ

とができるのかを情報提供を続けていくことが必

要と考えている｡

薬剤師会との連携強化も重要であり､ 在宅医療

が可能な医療機関および薬局の情報共有とともに､

顔の見える連携が､ 医療提供を持続可能にするた

めに重要と考え､ 薬剤師会の皆様のご理解とご協

力をお願いしたい｡

釜石市では､ 在宅医療連携に取り組んできた釜

石医師会の協力により､ 平成24年７月に在宅医療

連携拠点チームかまいしを保健福祉部健康推進課

地域医療連携推進室に設置した｡ 目的は､ 在宅医

療の普及啓発と在宅医療・介護連携の推進である｡

チームかまいしは､ 一次から三次の階層構造で

連携をコーディネートする手法で活動を推進して

いる｡ 一次連携はチームかまいしと職能団体との

１対１の連携｡ 一次連携は全ての連携の基盤であ

り､ 連携に関する土壌開墾と種まきという意味合

いもある｡ 二次連携は一次連携で抽出された課題の

解決やニーズのマッチングによる複数職種の連携｡

三次連携は多職種が一同に会する地域全体のコン

センサス形成の場である｡

この階層構造の連携では､ 行政という立場もあ

り､ 連携に熱心な一事業者や個人では連携が拡が

らず公平ではないため､ 職能団体単位での活動に

こだわっている｡

一次連携では､ 職能団体毎に意見交換を繰り返

し実施することで在宅医療・介護連携に関する課

パネルディスカッション
講演要旨 ２

在宅医療連携拠点チームかまいしの活動から見る薬剤師の行政連携
釜石市保健福祉部健康推進課地域医療連携推進室長 小田島 史恵 氏

報

告
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パネルディスカッション
講演要旨 ３

地域包括ケアシステム構築の日々の取り組みの

中で､ 薬剤師の方々と関わり､ 話を聞くことが多

いのだが ｢在宅やらなきゃいけないよね｣ ｢でも

依頼がこない｣ という声が多く､ ｢地域包括ケア

システム＝在宅訪問薬剤管理指導｣ と､ 考えてい

るのかな・・・と､ 少々疑問に思っている｡

薬剤師は､ 薬物療法を通して､ その人にとって

の課題を見つけ､ 解決する力を持っているはずで

ある｡ そして､ 日々の調剤業務の中でその課題を

見つけているのだろう｡ とも思っている｡ その力

を最大限発揮できないともったいない｡

実は､ ｢訪問｣ のハードルは結構高い｡ 訪問し

たくても､ 他人の家に入れてもらうことがネック

になっている専門職は自身を含めてかなりの数潜

在している (はず)｡

地域包括ケアシステム構築・在宅医療推進の中

で､ 訪問薬剤管理指導が重要で需要の多いことは

明らかであるが､ すべてではない｡ ｢見つけて・

つないで・見守る｣ 門前薬局の重要性がある｡

シンポジウムでは､ ｢地域包括ケアシステム＝

在宅訪問薬剤管理指導｣ から少し見かたを変えて､

在宅医療介護連携の視点から見えてくる薬局に求

められる役割を考えてみたい｡

薬局に求められる役割 ～在宅医療・介護の視点から～
医療法人葵会チームもりおか所長 板垣 園子 氏

題を抽出し､ 分析｡ その分析結果を団体にフィー

ドバックして対応を共に協議することで､ 団体自

らの気づきと課題解決のための活動を促進してい

る｡ また､ 団体が課題解決のために実施する医科

薬科在宅動向訪問研修や多職種合同研修会等の事

業をチームかまいしが支援することで連携を推進

してきた｡

今回は､ 上記取組み内容と､ チームかまいしと

釜石薬剤師会との一次連携の様子､ そこで抽出さ

れた課題とその対応のために実施した連携事業､

更にそこから派生した薬剤師のまちづくりについ

て紹介する｡

報

告



15

パネルディスカッション
講演要旨 ４

現在の日本は65歳以上の人口が3,000万人を超

えており､ 団塊の世代 (約800万人)が75歳以上と

なる2025年以降は､ 国民の医療や介護の需要が､

さらに増加することが見込まれている｡ 複数の医

療機関に通院し､ 薬の重複や飲み残し (残薬問題)

が大きな社会問題としてメディアに取り上げられ

るようになった｡ その中で保険薬局が果たすべき

役割は益々重要であり､ 在宅訪問もこれまで以上

に増加していくことが予想される｡

現在行われている居宅療養管理指導は医師の指

示がきっかけのものが多いように思われる｡ そん

な中､ 私自身は介護支援専門員とともに医師へ説

明に行くことで､ 医療と介護の両方からかかわる

ことの重要性を医師にアピールし､ 指示をいただ

くという経験をした｡ 我々薬剤師による居宅療養

管理指導について､ いまだに医師の訪問診療が必

要と誤解されている｡ この点については医師をは

じめ､ 関係職種にアピールしていくことが必要だ

と感じた｡

また､ 盛岡薬剤師会在宅医療推進委員会の取り

組みの一つとして､ 介護支援専門員と薬剤師とで

共有できるアセスメントシートを作成することと

した｡ 簡易的かつ実用的なものを作成することで､

介護支援専門員が薬剤師にアプローチしやすくな

り､ きっかけ作りに有用なものになると考えてい

る｡

そして､ 地域包括ケアシステムを考えるときに､

私自身は高齢者だけを考えるのではなく､ そこで

生活をするすべての住民のことを考える必要があ

ると感じている｡ その観点から考えると､ 現在行っ

ている学校薬剤師としての活動､ 地域住民への

｢みんなの薬の学校｣ 事業なども地域包括ケアシ

ステムの機能として重要な活動だと認識している｡

薬剤師は今まで以上に積極的に患者や関係職種､

そして地域住民とかかわり､ もう一歩を踏み出す

ことが地域包括ケアシステムでは必要だと感じて

いる｡ それによって､ 現在抱えている残薬問題､

ポリファーマシーなど多くの問題解決に繋がるも

のと確信している｡

地域包括ケアシステムにおける薬剤師の役割を考える
盛岡薬剤師会理事 平山 智宏 氏

報
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会務報告

月 日 曜 行 事 ・ 用 務 等 場 所 参 加 者

10

月

１日 木 第2回ＤＩよろず塾 岩手県薬剤師会館

４日 日 フィジカルアセスメント研修指導者養成講習会 災害時地域医療支援教育センター

６日 火 調剤過誤対策委員会 岩手県薬剤師会館

13日 火 東北厚生局指導総括管理官新任挨拶 岩手県薬剤師会館 熊谷

14日 水 東北厚生局岩手事務所による新規個別指導及び個別指導 水沢地区センター 八巻

｢お薬手帳｣啓発ポスターコンクール審査委員会 岩手県薬剤師会館 会長､宮手､熊谷ほか

16日 金 日本薬剤師会 研究倫理に関する全国会議 富士・国保連ビル 松川

18日 日 北東北がん医療コンソーシアム平成27年度総会 岩手医大循環器医療センター 宮手

21日 水 東北厚生局岩手事務所による個別指導 あえりあ遠野 金野

医療事故調査制度 ｢第1回支援団体連絡協議会｣ 岩手県医師会 宮手､ 熊谷

22日 木 第3回ＤＩよろず塾 岩手県薬剤師会館

23日 金 社保医療協議会岩手部会 東北厚生局岩手事務所 畑澤 (昌)

保険薬局部会役員会 岩手県薬剤師会館

北海道・東北薬事情報センター連絡協議会 福島市・ホテル辰巳屋 熊谷､ 高橋

25日 日 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会 北里大学薬学部 熊谷､ 畑澤 (昌)

26日 月 薬物乱用防止啓発事業推進委員会 岩手県薬剤師会館

28日 水 東北厚生局岩手事務所による個別指導 遠野市文化交流施設 山田

29日 木 ジェネリック医薬品使用促進セミナー 盛岡市民文化ホール(小) 畑澤 (昌)

第5回常務理事会 岩手県薬剤師会館

30日 金 平成27年度岩手県災害派遣福祉員スキルアップ研修(2) ふれあいらんど岩手

31日 土 一般用医薬品適正使用研修会 岩手県薬剤師会館

11

月

３日 火 認定実務実習指導薬剤師更新講習会 岩手医大循環器医療センター

５日 木 岩手県薬学・薬事関係者懇話会・世話人会 岩手県薬剤師会館

８日 日 高度医療機器販売管理者継続研修 岩手県薬剤師会館

11日 水 東北厚生局岩手事務所による個別指導 二戸市民文化会館 金澤

14日 土 第5回理事会第3回地域薬剤師会会長協議会 岩手県薬剤師会館

18日 水 東北厚生局岩手事務所による新規個別指導及び個別指導 さくらホール 山田

19日 木 第4回ＤＩよろず塾 岩手県薬剤師会館

編集委員会 岩手県薬剤師会館

20日 金 社保医療協議会岩手部会 東北厚生局岩手事務所

21日 土 第3回都道府県会長協議会 鹿児島市 会長

22日 日 第48回日本薬剤師会学術大会 (～23日) 鹿児島市

25日 水 東北厚生局岩手事務所による個別指導 釜石ベイシティホテル 金野

実務実習受入対策委員会 岩手県薬剤師会館

26日 木 アンチ・ドーピング委員会 岩手県薬剤師会館

27日 金 保険薬局部会役員会 岩手県薬剤師会館

28日 土 岩手県薬剤師会公開講座 アイーナ

会

務
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会

務

(日付順)

受受賞賞おおめめででととううごござざいいまますす

二戸薬剤師会

清 川 悦 子 先生

平成27年度東北薬剤師会連合会長表彰
平成27年９月12日

一関薬剤師会

新 妻 龍 之 先生

平成27年度東北薬剤師会連合会長表彰
平成27年９月12日

盛岡薬剤師会

高砂子 修 作 先生

平成27年度薬事功労者
厚生労働大臣表彰

平成27年10月21日

盛岡薬剤師会

畑 澤 昌 美 先生

岩手県教育表彰
平成27年11月４日

岩手県知事表彰 (保健医療功労)
平成27年11月19日

一関薬剤師会

関 俊 昭 先生

平成27年度薬事功労者
厚生労働大臣表彰

平成27年10月21日

盛岡薬剤師会

大 沼 菊 彦 先生

岩手県教育表彰
平成27年11月４日

盛岡薬剤師会

柴 内 聖 子 先生

岩手県教育表彰
平成27年11月４日
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会

務

花巻市薬剤師会

藤 原 純 榮 先生

岩手県教育表彰
平成27年11月４日

盛岡薬剤師会

小 野 由紀子 先生

岩手県教育表彰
平成27年11月４日

盛岡薬剤師会

梅 村 和 子 先生

麻薬・覚醒剤乱用防止に功績の
あった者に対する厚生労働省
医薬食品局長感謝状

平成27年11月11日

盛岡薬剤師会

四 倉 雄 二 先生

岩手県知事表彰 (保健医療功労)
平成27年11月19日

奥州薬剤師会

小野寺 女 理 先生

麻薬・覚醒剤乱用防止に功績の
あった者に対する厚生労働大臣
感謝状

平成27年11月11日
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理事会報告

第５回常務理事会

日時：平成27年10月29日 (木) 19：00～20：30
場所：岩手県薬剤師会検査センター

報告事項� 会務報告と今後の予定について� 平成27年度上半期事業実績について� 地域医療介護総合確保基金 (医療分) に係
る平成28年度事業提案について� 日本薬剤師会 研究倫理に関する全国会議
について� 医療事故調査制度 ｢第１回支援団体連絡協
議会｣ について� 在宅医療人材育成研修について� 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用
研修会について� 医薬品試験委員会から� ｢患者のための薬局ビジョン｣ について

協議事項� 県薬職員の冬季賞与の支給について� 岩手県薬剤師会会費規程の改訂について� 第67期臨時総会の運営について
①各事業所・部会・委員会の事業報告につ
いて
②平成27年度補正予算および平成28年度予
算案の提出について� 日本集団災害医学会災害薬事研修コースへ

の派遣について� 岩手県高齢者福祉・介護保険推進協議会委
員の推薦依頼について

第５回理事会及び第３回地域薬剤師会会長協議会

日時：平成27年11月14日 (土) 14：30～16：30
場所：岩手県薬剤師会館

報告事項� 会務報告と今後の予定について� 平成27年度上半期事業実績について� 地域医療介護総合確保基金 (医療分) に係
る平成28年度事業提案について� 日本薬剤師会 研究倫理に関する全国会議
について� 医療事故調査制度 ｢第１回支援団体連絡協
議会｣ について� 在宅医療人材育成研修について� 薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用
研修会について� 薬物乱用防止啓発事業推進委員会から� 医薬品試験委員会から� ｢薬と健康の週間｣ の活動状況について� 平成27年台風第18号等大雨災害への募金活
動について� ｢薬学・薬事関係者懇話会・平成28年新年会｣
について� ｢患者のため薬局ビジョン｣ について

理事会協議事項� 岩手県薬剤師会会費規程の改訂について� 第67期臨時総会の運営について
①各事業所・部会・委員会の事業報告につ
いて
②平成27年度補正予算および平成28年度予
算案の提出について

地域薬剤師会会長協議会� 平成27年度の県薬事業について
・非常時・災害対策について
・岩手国体への対応について
・自殺対策強化事業について
・薬局等健康情報拠点推進事業について

会

務
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委員会の動き

薬物乱用防止啓発事業推進委員会から

委員長 畑澤 昌美

【 事業方針 】

・県民に対し､ 薬物乱用の害に関する正しい知識

と薬の正しい使い方を啓発することにより､ 薬

物乱用防止とセルフメディケーション推進を図

る｡

・｢顔の見える薬剤師｣ の活動として､ 学校薬剤

師や薬物乱用防止指導員等の活動を支援する｡

・｢健康ライフサポート薬局｣ 事業への協力｡

【 事業予定 】

Ⅰ薬物乱用防止啓発事業の実施�薬物乱用防止啓発講座の講師については原則
として学校の場合は当該校の学校薬剤師が､

学校以外の場合は要請のあった地域の薬剤師

が務める｡�事業の周知について
・｢薬物乱用防止啓発事業についてのお願い｣ を

地域薬剤師会・県学校薬剤師部会へ､ 県学薬

から学薬支部長へ周知依頼をする｡

・学校から直接県薬へ講師を指名し派遣依頼を

された場合も､ 当該校の学校薬剤師にも周知

する｡

・事業手順は従来通り｡

・薬物乱用防止教室や出前講座などの実績を､

情報センターから定期的に地域薬剤師会長､

学薬支部長､ 薬物乱用防止啓発事業推進委員

へ報告�講師の養成について
・薬物乱用防止啓発事業を会員に周知 (ホーム

ページ､ イーハトーブ等) し､ 講師になりう

る新人を発掘する｡

・研修会を学校薬剤師部会と共催で開催

Ⅱ研修会

・薬物乱用防止啓発講座研修会 (学校薬剤師部

会と共催)

国立精神・神経医療研究センター精神保健研

究所・薬物依存研究部・心理社会研究室長の

嶋根卓也先生を講師に研修会を企画する｡

・新人の講演経験を一人15分程度で発表しても

らう｡

・薬学生実務実習生に対して薬物乱用防止教室

を理解出来る教材を検討する｡

・岩手県教育委員会主催の研修会へ協力をする｡

以上のような事業方針で事業を計画しておりま

す｡ 研修会は健康ライフサポート薬局事業 (セル

フメディケーション) に沿った内容を検討する予

定です｡ また地域薬剤師会で薬物乱用防止啓発に

関する研修会を企画する場合､ 講師に関してご相

談ください｡ 薬物乱用防止教室の講師は学校薬剤

師に限らず､ 広く会員から募集して学校だけでな

く県民に対して活動していきたいと考えておりま

すので､ 皆様のご協力をいただきますよう､ よろ

しくお願い申し上げます｡

会

務

薬物乱用防止啓発事業推進委員会の平成27年度の活動について
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調剤過誤対策委員会から

調剤過誤対策委員会委員 金野 良則

当委員会は平成14年に設置されて以降､ 各地域

薬剤師会の協力を得ながら､ 調剤事故事例・イン

シデント事例 (ヒヤリ・ハット事例) を収集し､

３ヶ月毎に収集した事例の分析を行い､ 共有すべ

き事例を会員薬局へＦＡＸでフィードバックする

活動を継続して行ってまいりましたが､ 近年では

保険薬局での調剤過誤事例を薬局以外に勤務する

会員の皆様にも共有していただくため､ 会誌 ｢イー

ハトーブ｣ や ｢県薬ホームページ｣ への掲載も行っ

ております｡ 多くの事例を共有することは､ 起こ

りうる事故を未然に防ぐために有用な手段ですか

ら､ 是非ご覧いただくとともに､ 施設内等で回覧

していただくなど､ 薬剤師以外の皆様とも共有し

ていただきますようお願いいたします｡

また､ 昨年度後半からは疑義照会事例の収集も

行っております｡ 疑義照会は医療の安全を担保す

る保険薬局薬剤師の重要な任務であるとともに､

保険薬局の業務を客観的に評価するためにも非常

に有用な事例でもあります｡ 更には他の施設の事

例を知ることで､ 自己の業務の見直しに有用な場

合も多くあります｡ お陰さまでヒヤリ・ハット事

例と比べ当初より多くの事例が報告されておりま

すが､ そのことで地域の担当者の皆様にはかなり

の負担をおかけしております｡ 当委員会での検討

においても多くの時間が費やされるようになった

ため､ このたび報告様式の変更 (ＨＰに掲載) を

行い､ 詳細が必要な事例以外は件数のみの報告と

させていただくこととしました｡ ヒヤリ・ハット

事例､ 疑義照会事例ともに､ 多くの薬局の皆様か

らの事例を報告していただくことで､ より有用な

事業になるものと思われます｡

さて､ 平成21年４月から行われている､ 日本医

療機能評価機構 ｢薬局ヒヤリ・ハット事例収集・

分析事業｣ には参加登録していただいております

でしょうか｡ この事業はインターネットを介して

全国的に事例を収集し､ 同機構による分析の後､

その結果を公表していくものです｡ 全国的な事例

収集と､ システム的な分析を行い､ インターネッ

ト上で閲覧することも可能です｡ この事業に参加

すること自体が医療の安全性向上のための取り組

みであることをご理解いただき､ 積極的な参加登

録と事例報告をお願いいたします｡

終わりに､ 医療における安全の確保は調剤業務

に限らず､ 患者が安全に服用するところまで意識

する必要があります｡ 最近では､ ＰＴＰシートの

誤飲による事故の報道がなされており､ このこと

についても今後注意喚起等啓発資材の作成等を行っ

ていく予定です｡

皆様には事業の趣旨をご理解いただき､ 引き続

き事例の報告にご協力頂きますよう､ よろしくお

願い申し上げます｡

会

務
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在宅推進委員会から

在宅推進委員会委員 中目 祐幸

医薬分業政策の結果1980年代から薬局は急速に

調剤薬局化を遂げました｡ 薬剤師は医師の処方意

図を理解し､ 店頭で服薬指導することに専門性を

見出してきました｡

超高齢化とともに疾病構造は変化し､ 老年症候

群の考え方の様に個々の疾患よりも症状や徴候に

目を向け､ キュアよりもケアの重要性が認識され

るようになりました｡ それに伴い薬剤師にも､ 患

者を病者としてだけでなく生活者としても見つめ

る姿勢も求められています｡ 必要に応じて在宅訪

問を行い自らの五感を通して得られた情報をケア

に生かす経験も不可欠になってきました｡

奥州薬剤師会の取り組み

１) 在宅に関する調査

27年３月保険薬局部会に在宅部会を新設しまし

た｡ 部会の活動の手始めに地域保険薬局の在宅へ

の取り組みに関する実態調査を行いました｡

概 要 奥州市､ 金ヶ崎町の保険薬局全51店舗

調査方法 Faxで調査票を配布し記銘回答を依頼

結 果 回答 41店舗 (80％)

質問事項と回答 (店舗数)

１. 基準薬局ですか？

①基準Ⅰ(29) ②基準Ⅱ(0) ③なし(12)

２. 現在､ 訪問服薬指導を①行っている(5)

②行っていない(36)

３. 行っている施設 (居宅療養 (月５件(1) ２件

(1)､１件(1)・在宅訪問 月１件(2)年間５回(1)

４. 行っていない施設①過去に実績はある (3)

②実績はない (33)

５. 今後の意向

①在宅を実施する予定がある｡ (12)

②実施したいが､ 取り組む余裕がない｡ (13)

③条件次第で実施したい｡ (10)

④実施する予定はない｡ (6)

⑤よくわからない｡ (1)

６. 部会で勉強会を実施しますが､ 聞きたい内容

は何ですか (複数回答可)

①介護保険制度について (15)

②胆江地区の在宅医療の現状 (22)

③胆江地区の地域包括ケアについて (20)

④薬剤師の在宅業務の実際 (26)

⑤医療・介護交流会 (10)

２) アンケートまとめ

在宅業務の取り組みは５薬局でしたが､ 今後､

前向きな薬局が12あり増加する傾向が伺えます｡

しかし､ 開催を希望する勉強会では､ 医療・介護

交流会の希望が少ないことが気がかりです｡

他職種連携は他の団体が企画する活動に薬剤師

も参加できるため､ 自らの開催に拘らず､ 情報を

提供することも重要と考えます｡

３) 地域の中での活動への参加

１. 胆江地区介護支援専門員連絡協議会

第１回研修会 (7月19日) への講師派遣

県立江刺病院 院長川村秀司先生による在宅

医療の取り組みの後に ｢薬剤師と在宅医療連携｣

と題して､ 訪問服薬指導の実例も踏まえて講演

しました｡ (介護支援専門員約150名が参加)

２. 奥州地域医療福祉連携討論会 (９月19日) へ

のパネリスト派遣

医師会主催で医療､ 福祉関係者約180名が参

加しました｡ 医師会､ 歯科医師会､ 介護支援専

門員連絡協議会､ 訪問看護､ 薬剤師会の５団体

から､ 在宅医療への取り組みについて10分程度

発表の後､ パネルディスカッションで討議しま

した｡

４) 私見と今後の活動

在宅の現場で薬剤師は何を期待されているので

しょうか？期待されていないとあきらめる前に何

をすればその答えに近づくかを考えてみましょう｡

今まで､ 薬剤師は他職種連携に慣れていないだけ

で､ 参加をすれば期待されていることに気がつき

ます｡ その上で､ その期待にどのように応えるの

かを考えればいいと思います｡ そうでないと､ 薬

剤師のための在宅になり､ 誰のためなのか分かり

ません｡

在宅訪問に従事していない薬剤師も他職種連携

することは可能です｡ 現在来店している介護を受

けている患者さんへの調剤を行い､ 服薬状況や相

互作用に問題点を見出した時､ その患者さんを通

してケアマネジャーや介護担当者の方々と連携を

すすめる必要性があります｡ このような取り組み

からも薬剤師の在宅医療への参画の足がかりが見

えてくるかもしれません｡ 試行錯誤こそ最短の近

道です｡ 数多くの事例を集めてより良い在宅医療

を実現したいと考えます｡
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【フィジカルアセスメントを活用した薬剤師のための在宅医療対応研修】

団塊世代の多くが75歳以上となる2025年に向け､

医療､ 介護､ 介護予防､ 住まい及び日常生活の支

援が包括的に確保される ｢地域包括ケアシステム｣

の構築を支えていくため､ 自宅や介護施設におい

て在宅医療に取組む医療従事者の参入増加を図り

ながら､ チーム医療を拡充していくことが求めら

れています｡

このため岩手県では､ 薬剤師を対象とした ｢フィ

ジカルアセスメントを活用した薬剤師のための在

宅医療対応研修｣ を実施することとし､ 今年度､

当会が事業受託しました｡

当該研修を継続的に実施するに当たり､ 指導者

の養成が不可欠であることから､ 指導者養成研修

会を開催しました｡

【フィジカルアセスメント研修指導者養成講習会】

日時：平成27年10月４日(日) 10時～17時

場所：岩手医科大学災害時地域医療支援教育セン

ター

内容：

(1) 行政説明

｢地域包括ケアシステムの概要と専門職の役割｣

岩手県保健福祉部長寿社会課

地域包括ケア推進特命課長

大 釜 範之 氏

(2) 基調講演

｢薬剤師によるフィジカルアセスメントについて｣

岩手医科大学薬学部分子細胞薬理学講座

教授 弘瀬 雅教 先生

(3) 実技 (器具を用いたバイタルサインの確認)

(4) ＳＧＤ (シナリオに基づき､ 人体モデル等を

使用したロールプレイ)

(文責 岩手県薬剤師会専務理事 熊谷明知)

｢フィジカルアセスメントを活用した薬剤師の
ための在宅医療対応研修｣
【目的】
地域や在宅医療の現場で､ 薬剤師が患者の

薬物治療の効果と副作用の発現をより客観的
に評価するため､ さらには､ 一般用医薬品等
の適正な使用に関する助言や健康に関する相
談､ 情報提供を行う等､ セルフメディケーショ
ンの推進のために､ 薬剤師に必要なフィジカ
ルアセスメント(PA)の理念の理解と臨床手技
の修得を目的とする｡
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病病院院・・診診療療所所勤勤務務薬薬剤剤師師部部会会かからら

平素は当部会活動に､ ご理解ご協力いただき心
より感謝申し上げます｡
さて､ 当部会が平成27年度最重点として取り組
む事項は ｢研修会カレンダーの配信｣ ｢県薬・県
病薬合同研修会の開催｣ ｢平成27年度岩手県薬剤
師会表彰候補者の推薦｣ です｡
明記はしていないのですが､ 事業運営方針は､
“患者に安全で有効な薬物治療を提供するための
薬薬連携の推進”にあります｡ ただ､ 薬薬連携は
地域により取り組むべき方向や目指すものが違っ
ており､ 全体として纏めきれていないのが現状で
す｡ したがって､ 保険薬局と病院各々の研修会情
報の共有と､ 共通領域の合同研修会の開催が具体
的方策になっています｡
薬薬連携のツールである電子お薬手帳も多種多
様なものがありますが､ ７月に日薬版クラウド対
応の電子お薬手帳が公開された事により標準化に
向け前進したのではないかと考えております｡
また､ ７月３日の薬事日報に､ PHRの有効活

用策を検討との記事が掲載されました｡ 厚生労働
省と総務省が ｢クラウド時代の医療ICTのあり方
に関する懇談会｣ を開き､ 個人が自分自身の医療
情報を管理､ 活用する仕組みのあり方について議
論を開始したとのことでした｡ PHRとはパーソ
ナルヘルスレコードのことで､ 個人自らが生活の
質の維持や向上を目的に､ 体重や運動量等の健康
情報を一元的に管理するものです｡ ８月に開催さ
れた当該懇談会で､ 日本医師会が ｢電子版かかり
つけ連携手帳｣ を開発中であることを明らかにし
ました｡ この連携手帳は､ 平成30年度からスター
トする医療番号制度の重要なツールになるだろう
と思います｡
一方､ 医療ICTといえば､ 離島等に限定した成

長戦略で､ 国家戦略特区における､ ｢テレビ電話
を活用した服薬指導及び民間事業者などによる医
療用医薬品の配達措置｣ の報道も記憶に新しいと
ころです｡
ところで､ 最近のがん化学療法ではコンパニオ
ン診断薬 (CoDx：Companion diagnostics) に
より､ がん原遺伝子 (proto-oncogene) が突然変
異 (mutation) を起こしているかを確認してか

ら治療を行うレジメンが多くなってきました｡ ４月
からNRas遺伝子変異の検査が保険適用となりまし
た｡ 検査項目の増加は続き､ 腫瘍マーカーも臓器
特性があるものが増えています｡ 血液１滴から､
早期がんが判るのも､ そう遠い話ではないでしょう｡
また､ 化学療法レジメンの多様化に伴い､ 特有
な有害事象が起こるようになってきました｡ 患者
状態の確認をきめこまやかに行わなければならな
いし､ 支持療法の最新の知識がなければ処方提案
も的確なものとはなりません｡
それから､ 平成27年６月30日政府が閣議決定し
た ｢経済財政運営と改革の基本方針2015｣ の主要
分野ごとの改革の基本方針と重要課題の項の社会
保障の中に“高齢者のフレイル対策を推進する”
旨の記載があります｡ フレイル (虚弱) とは ｢加
齢とともに､ 心身の活力が低下し､ 生活機能障害､
要介護状態､ 死亡などの危険性が高くなった状態｣
のことです｡
すなわち､ 超高齢化社会の到来を迎え､ これか
らは検査値を読み解くだけでなく高齢者のフレイ
ル対策を盛り込んだ“一歩踏み込んだ処方提案”
が求められます｡ 高齢者総合的機能評価 (CGA:
comprehensive geriatric assessment) など､ す
べての医療従事者が老年医学的な視点を持つこと
が必要になってくると思います｡
加えて､ ６月に老年医学会が改定した ｢高齢者
の安全な薬物療法ガイドライン (指針)｣ の高齢
者を対象に処方しないことが望ましい薬物のストッ
プリストも重要なツールになります｡ このリスト
は､ 米国のBeersリストや欧州のSTTOPのリス
トに該当するものです｡
幸いな事に､ iphoneやネットにより､ 誰でも・

何処でも・何時でも､ 刻々と変わりゆく国内外の
最新情報が入手できる環境にあります｡
医療は激変しています｡ 変化に即応できるよう､
常に大局的な判断能力と基本的な臨床能力を身に
付け､ そして､ 薬剤師の連携を持って､ 超高齢化
の時代を乗り切って行きたいものです｡
最後になりますが､ 当部会への提案やご意見が
ございましたら､ どんな事でもいいので､ ご一報
をお願いします｡

平成27年度病院・診療所勤務薬剤師部会事業計画と今後の展望について
岩手県薬剤師会 病院・診療所勤務薬剤師部会

部会長 松川 幸市

会

務
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地域薬剤師会の動き

北 上 薬 剤 師 会

スポーツファーマシスト部会 森内 新

2016希望郷いわて国体・希望郷いわて大会の開

催を翌年に控え､ 薬剤師がスポーツファーマシス

トとしてアスリート達にアンチ・ドーピングや体

力増強､ 健康維持に深く関与することをアピール

する良い機会との会長の思いから北上薬剤師会で

は今年度から新たにスポーツファーマシスト部会

が発足されました｡ 北上市は総合開会式・総合閉

会式､ ソフトテニス､ バドミントン､ 新体操､ 陸

上競技が開催される岩手県の中でも中心的な市町

村となり大会期間中は全国から選手やスタッフ､

大会関係者が集まることが予想されます｡

今年度の部会活動の一つに､ 2015紀の国わかや

ま国体での和歌山県薬剤師会のアンチ・ドーピン

グ活動視察があり９月下旬に総合開会式が行われ

た和歌山市へ岩手県薬剤師会からの視察団と共に

視察へ行ってきました｡ 和歌山県薬剤師会では

“ドーピングゼロを目指して STOP！DOPING！”

を合言葉に以下の活動を行っていました｡

・新規のスポーツファーマシストを100人養成

・競技団体ごとに専属スポーツファーマシストを

配属し啓蒙活動

・国体参加全選手へうっかりドーピング啓発用の

冊子を配布

・24時間対応ドーピング防止ホットラインの設立

・国体局を通して､ 各都道府県の参加選手へ事前

にドーピング防止ホットラインの宣伝

・和歌山県薬剤師会のHPにスポーツファーマシ

スト在籍薬局リストを作る

活動の中で特に印象的だったのが､ 県内にある

40の競技団体すべてに１人以上のスポーツファー

マシストを配属し､ 選手やコーチなどに対しドー

ピングや健康に関する講師活動を行ったり､ 薬や

健康に関する相談にのることが出来る体制を構築

したことは今大会のドーピング防止だけでなく､

長期的に薬剤師と競技関係者が関われる良いきっ

かけになるのだろうと思いました｡

来年度の部会としての活動予定は､ 国体開催中

はアンチ・ドーピングブースを設け､ ドーピングは

なぜしてはいけないのか？すべての薬が駄目なの

か？禁止薬を使わなくてはいけない時にはTUE

申請制度があること､ 地域の薬剤師がアンチ・ドー

ピングの相談にのれること､ 健康食品の危険性に

ついて等の相談や啓蒙活動を行っていく予定です｡

北上薬剤師会主催アンチ・ドーピングブース開

催予定

■平成28年10月２日(日) ソフトテニス

会場：和賀川グリーンパーク

■平成28年10月９日(日)・10日(祝・月)

陸上競技

会場：北上陸上競技場

北上市内外問わず薬剤師であれば､ スポーツファー

マシストの資格の有無に関わらず参加可能です｡

写真：和歌山県薬剤師会
アンチ・ドーピングブース 相談の様子
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久 慈 薬 剤 師 会

平成27年度は､ 会からの情報伝達及び会員間の

情報交換の活性化・地域関係団体との医療連携・

地域住民に向けたよりよい情報提供づくりを活動

目的にしました｡

毎年のことですが､ 年度替わりはバタバタと忙

しく､ 準備どおりに事が進まないなどと考える間

もなく､ ４月７日 (火) 久慈SGLT2阻害薬適正

使用推進講演会から今年度の活動が動き出しまし

た｡

【１】薬剤師会総会および歓迎会について

平成27年５月26日 (火)､ 定刻通り久慈薬剤師

会総会を､ 久慈グランドホテルにおいて開催しま

した｡ 出席者数は本年度会員45名のうち､ 本人出

席22名・委任状出席17名でした｡

新淵会長の挨拶の後､ ご来賓の岩手県薬剤師会

会長畑澤博巳先生より､ ご祝辞を賜りました｡ 次

いで議長の選任方法を諮ったところ､ 満場一致を

もって福本優悟先生が議長に選任されました｡ 司

会進行役新渕純司先生より挨拶の後､ 議案の審議

に入りました｡ 報告事項 (平成26年度事業報告・

会計報告・監査報告)､ 協議事項 (平成27年度事

業計〈案〉・平成27年度収支予算〈案〉・会員の

除名) について､ 事務局担当理事が内容を説明し､

議長はその承認を諮ったところ､ すべて承認・可

決されました｡

その後は､ 新入会会員を歓迎する懇親会が開催

され､ 会員同士の相互理解を深め､ 歓談の輪が広

がりました｡ 会員各位のご協力をいただいたおか

げで､ 無事盛会のうちに終えることが出来ました｡

【２】薬と健康の週間事業について

平成27年10月17日 (土) ・10月18日 (日) の両

日､ 例年通り久慈市産業まつりの催しの中で､ お

薬相談コーナーを設けました｡ 普段服用している

お薬や健康食品などで日頃気になっていることな

どに対し､ 会員薬剤師がご来場いただいた皆様の

相談にお答えしました｡ 健康機材を使用しての測

定会は､ 予想以上に多くの参加者があり､ 健康へ

の意識の高さが伺えました｡

今後もこのようなイベントを通じて地域の方々

と交流を深め､ 貢献していきたいと思います｡

来年度は､ 会員一人一人が会の活動に参加し､

会の一員であるという意識を持つような事業を展

開していけるよう頑張っていきたいと思います｡

お薬相談の様子

会

務
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前号､ 前前号でもご紹介しましたが､ 岩手県薬

剤師会検査センターでは業務の内容を紹介すると

ともに､ 検査の目的､ 意義､ 注意点を知っていた

だくために､ 検査部門ごとにリーフレットを作製

しお客様に配布するなど､ 営業活動に活用してお

ります｡ そこで､ 今回は食品分析課の主な業務の

一つである食品事業者のための細菌検査情報を紹

介したリーフレットの内容を紹介いたします｡

なお､ リーフレットを店頭で活用いただける会

員の皆様や研修会・講演会などで利用したい会員

の方へは配布いたしますので､ 検査センター (電

話：019-641-4401) までお気軽にご連絡下さい｡

製品は､ 安全であることが大前提です！

確かな食品を提供するために・・・私たちは､

事業者様の製品をトータルサポートいたします｡

食品の安全管理は､ 食品衛生法､ 食品安全基本法

に基づき法律で定められています｡

品 質

安心は・・・確かな品質からの信頼です！

・細菌 (腐敗・変敗微生物) 検査

(カビ・酵母､ 乳酸菌､ バシラス属菌等)

・理化学検査 (栄養分析等)

・異物検査 (微生物､ 金属､ 歯､ 昆虫等)

・異常品検査 (膨張・変色・異臭)

安 全

安全は・・・検査を行うことで確認できます！

・微生物 (食中毒菌・ノロウィルス) 検査

(黄色ブドウ球菌､ 腸管出血性大腸菌O-157等)

・賞味期限設定のための検査

(細菌検査､ 理化学検査､ 官能試験)

食品事業者のための細菌検査のご案内

厚生労働省登録検査機関【食品衛生法】
岩手県薬剤師会検査センター

検査センターのページ
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検査項目は､ 食品衛生法 ｢食品・添加物等の規

格基準｣､ ｢乳及び乳製品の成分規格等に関する省

令｣ により法律で定められています｡

詳しくは､ お気軽にお問合せください｡

衛生管理

製造現場の衛生管理をサポートします！

・ふき取り検査

・落下細菌検査

・製造現場の衛生管理調査

(検査員が直接訪問し､ 現場の調査を行います)

・HACCPに基づく衛生管理支援

・従業員のための衛生管理研修会

(微生物の基礎知識､ 事業者に係る関係法規等)

衛生管理方針､ ご予算に応じてプランをお作り

いたします｡ ご相談ください｡

検査項目の選択､ 検査頻度､ 賞味期限設定プラ

ンに関しては､ お気軽にお問い合わせください｡

食品の安全衛生管理は､ 食品衛生法､ 食品安全基

本法に基づき法律で定められています｡

以上食品分析課発行のリーフレット内容を紹介

いたしました｡ 読者のお知り合い､ お客様から栄

養成分分析や食品加工､ 細菌検査についての相談

がありましたら､ 遠慮なく検査センターまでご連

絡ください｡

文責：岩手県薬剤師会検査センター食品分析課

細菌検査項目のご案内

分析項目 必 要 量

一般生菌数 50ｇ以上

大腸菌群 50ｇ以上

大腸菌 (E.coli) 50ｇ以上

黄色ブドウ球菌 50ｇ以上

サルモネラ属菌 75ｇ以上

腸炎ビブリオ 75ｇ以上

セレウス菌 (推定) 50ｇ以上

腸管出血性大腸菌Ｏ-157 75ｇ以上

芽胞形成好気性菌
(耐熱性好気性菌)

50ｇ以上

乳酸菌 50ｇ以上

真菌 50ｇ以上

各種規格試験
項目により異なりま
す｡ ご相談ください｡

上記は主要な項目の抜粋です｡

会

務
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｢患者のための薬局ビジョン｣ について
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前文部科学副大臣 参議院議員
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立冬を過ぎ都心でも朝晩の冷え込みが日増しに

厳しくなり､ 国会周辺の銀杏並木も色づき始めて

います｡

イングランドで開催されたラグビーワールドカッ

プは､ ニュージーランドが史上初の２連覇で３回

目の優勝を飾り､ 一月半にわたる大会の幕を閉じ

ました｡ 日本代表チームが強豪南アフリカを破る

など初めて３勝を挙げ､ 国内ラグビーブームの火

付けとなった同大会､ 11月13日に開幕するトップ

リーグには､ 五郎丸選手をはじめ代表チームメン

バーのプレーを一目見ようと､ 大勢の観客がスタ

ンドを埋めるものと思われます｡ 2019年の次回ワー

ルドカップ開催を控える日本ラグビー界にとって､

開催に弾みをつける絶好の機会となりました｡

さて､ 厚生労働省は10月23日､ 前月の ｢健康サ

ポート薬局のあり方について｣ に続いて､ ｢患者

のための薬局ビジョン｣ を公表しました｡

医薬分業が進み､ 処方箋を持って薬局で調剤し

てもらうのが当たり前のようになった一方､ 受診

した医療機関近くの薬局で調剤を受けるなど､ 医

薬分業における薬局の役割が十分に発揮されてい

ないとの指摘も受けるところとなりました｡ 政府

の規制改革会議においても医薬分業を議題に取り

上げ､ かかりつけ薬局の要件の明確化など薬局全

体の改革の方向性について検討すること､ 調剤報

酬のあり方について門前薬局の評価の見直しなど､

努力した薬局､ 薬剤師が評価される仕組みとする

ことなどが示されました｡ こうした状況を受け､

厚生労働大臣は､ 医薬分業の原点に立ち返り､

57,000の薬局を患者本位のかかりつけ薬局に再編

するため､ ｢患者のための薬局ビジョン｣ を策定

すると表明､ 今回の公表へとつながりました｡

今回のビジョンでは患者本位の医薬分業を実現

するため､ ｢立地から機能へ｣､ ｢対物業務から対

人業務へ｣､ ｢バラバラから一つへ｣ を一貫した基

本的考えのもと､ 立地に依存して便利さだけで選

択される存在から､ 薬剤師としての専門性や患者・

住民のニーズに対応できる機能を発揮することに

より選択される薬局となること､ 薬剤の調整など

対物中心の業務から､ 薬剤師の専門性・コミュニ

ケーション能力を活かした対人業務にシフトする

こと､ 患者の服薬情報を一元管理して､ 飲み合わ

せの確認や残薬管理など安心できる薬物療法を提

供することなど､ 地域包括ケアの一員として､ か

かりつけ医をはじめ多職種・他機関と連携し､ そ

の重要な役割を果たすことを求めています｡

厚生労働省は､ 団塊の世代が75歳を迎える2025

年までに､ 全ての薬局をかかりつけ薬局にするこ

とを目指すとしています｡ また､ 日本薬剤師会も

本ビジョンの公表を受け､ 全国いずれの地域にお

いても患者本位の医薬分業が実施され､ 患者・住

民から評価されるよう､ 覚悟を持って真摯に取り

組むことを表明したところであります｡

私も患者のための医薬分業の実現に向け､ 先生

方と力を合わせて取り組んで参りたいと思います｡

藤井もとゆきホームページ http://mfujii.gr.jp/

薬

連
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薬学生実務実習受入対策委員会委員 押切 昌子

薬学生実務実習が開始され６年目となり､ 現在

も多くの薬局・病院で学生が実習しています｡

保険薬局において実務実習モデル・コアカリキュ

ラムに対応する薬局製剤の実習は､ 薬局製剤を販

売していない薬局にとって指導が難しい実習のひ

とつです｡ また､ 実際に薬局製剤を調製しようと

しても､ 数種類の薬品を準備しなければならず､

薬品によっては入手が困難なものがあることや､

薬品を購入しても使用目的がほぼ実習に限定され

るため多くの在庫を抱えてしまうなどの問題が生

じます｡

そこで会営内丸薬局では薬局製剤の実習を行う

薬局をサポートするために､ ｢実務実習用薬局製

剤原材料セット｣ を､ 平成24年度から販売してお

り､ 現在ではほぼ毎期実務実習生受入薬局から注

文を受けるようになりました｡

販売している薬局製剤セットは､ ｢葛根湯｣｢感

冒剤13号A｣ ｢ステアリン酸・グリセリンクリー

ム｣の３種類です｡ これらは2009年度版 『薬局薬

剤師のための薬学生実務実習指導の手引き』 (日

本薬剤師会) に作り方が掲載されていますので､

それを参考にして薬局製剤の実習を行うことがで

きます｡ 薬局製剤の実習を行う上で薬品の調達が

困難な薬局がありましたら､ この ｢薬局製剤セッ

ト｣ を購入し､ 薬局の状況に合わせ実習を行って

いただきたいと思います｡ 詳しい購入方法は岩手

県薬剤師会ホームページ中の ｢薬局実務実習｣ を

ご覧下さい｡

｢薬局製剤セット｣ の販売状況ですが､ 現在ま

で17薬局が利用しており､ 24年度は27セット (８

薬局)､ 25年度は６セット (３薬局)､ 26年度は22

セット (７薬局)､ 今年度は10月の時点で30セッ

ト (６薬局) に至っております｡

１年目は初めて利用する薬局が多くありました｡

２年目に注文が少なかったのは､ 各薬局で工夫し

て薬局製剤の実習を行ったからではないかと推察

しました｡ その後３年目からは再び利用数が多く

なりましたが､ 初めて実習生を受け入れた薬局の

他､ 実習生を受け入れる度に必ず購入する薬局が

増えてきたことによるものと考えています｡

実際に薬局製剤の原材料を使用して実習を行う

ことは実習生にとって有意義な経験となるはずで

す｡ 参考資料は先にあげた 『実務実習の手引き』､

『作ってみよう薬局製剤』 (薬事日報社)､ 『続・作っ

てみよう薬局製剤』 (薬事日報社)､ 『薬局製剤業

務指針』 (薬事日報社) などで､ 情報センターの

収蔵図書にもあります｡ 他にインターネットの関

連サイトを利用してもよいと思います｡

会営内丸薬局における薬局製剤の実習では次の

ような感想を持つことができました｡

｢葛根湯｣は､ 漢方のかぜ薬として繁用されてい

ますが､ その構成成分の生薬を見て､ 匂いを嗅ぎ

調製することは､ ｢葛根湯｣の効能効果､ 用法用量

を共に覚えることに繋がりますし､ 調製の過程で

生薬を１日分ずつ秤量しお茶などのパックに入れ

て煎じるように作ることは､ 普段､ 漢方薬のエキ

ス顆粒を調剤している実習生にとって､ 改めて漢

方薬の原料である生薬の性状を知るよい機会だと

思います｡

｢感冒剤13号A｣は､ 解熱鎮痛剤アセトアミノフェ

ンの他に数種類の有効成分が含有され､ 一般用医

薬品のかぜ薬の成分に類似していますので､ 実習

生が一般用医薬品を学習する上でも参考になるの

ではないかと思います｡

｢ステアリン酸・グリセリンクリーム｣ は､ 固

形のステアリン酸､ カカオ脂､ サラシミツロウ等

を乳化剤と共に溶かして､ グリセリン､ 精製水を

加え混和するとクリーム状になります｡ 調製に手

最 近 の 話 題

｢薬局製剤｣ の実習について
～薬局製剤セットの使用状況から～

情

報
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間はかかりますが､ 外観が一気に変化する場面で

はその変化が面白く感じられることと思います｡

一方当該セットでの実習は手軽である半面､ 準

備した材料を実習生がそのまま混ぜるだけの実習

になりがちです｡ それだけでは薬局製剤を学習し

印象付けることは難しいと思われます｡ 実習生に

は製剤毎に作成する薬袋､ 添付文書､ 製造記録な

どを自分なりに考えてもらうことで､ それぞれの

薬品の効能効果､ 用法用量等の薬品知識を覚え､

さらには薬局製剤の意義を理解することができる

のではないかと考えています｡

薬局製剤の実習はなかなか指導が難しいものか

もしれませんが､ 現在モデル・コアカリキュラム

の実習の１つでもありますので､ 今後も製剤セッ

トを利用して薬局製剤の実習を行っていただけれ

ば幸いです｡

葛 根 湯
(セット数)

感冒剤13号A
(セット数)

ステアリン酸グリセリン
クリーム (セット数) セット数合計 薬 局 数

24
年
度

Ⅰ期 ３ ２ ３ ８ ２ ８
薬
局

Ⅱ期 ３ ６ ４ １３ ５

Ⅲ期 ２ ３ １ ６ ４

25
年
度

Ⅰ期 ０ ０ ０ ０ ０ ３
薬
局

Ⅱ期 １ １ ０ ２ ２

Ⅲ期 １ ２ １ ４ ３

26
年
度

Ⅰ期 ２ ２ ２ ６ ２ ７
薬
局

Ⅱ期 ６ ４ ２ １２ ６

Ⅲ期 ２ １ １ ４ ２

27
年
度

Ⅰ期 ７ ７ ７ ２１ ３ ６
薬
局

Ⅱ期 ４ ３ ２ ９ ３

Ⅲ期 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

内丸薬局 薬局製剤セット販売状況



36

紀の国わかやま国体視察報告～希望郷いわて国体に向けて～

佐藤 拓洋

９月25日～27日､ 来年行われます希望郷いわて

国体に向けて､ 紀の国わかやま国体の視察に行か

せていただきました｡

【視察日程】

９月25日 ドクターズ・ミーティング参加

９月26日 岩手県選手団結団式見学

公益財団法人日本アンチ・ドーピン

グ機構 (JADA) アウトリーチ見学

９月27日 和歌山県薬剤師会ブース見学

【ドクターズ・ミーティング】

昨年度の長崎国体・今年のわかやま国体での救

護体制やドーピングに関しての話がありました｡

和歌山県薬剤師会のドーピングに関しての取り

組みで非常に印象に残ったのが､ 専属スポーツファー

マシストの配置です｡ 県内の40競技団体に１人以

上の専属スポーツファーマシストを配置すること

で､ 競技団体にとって､ 相談しやすい体制が築け､

啓発活動にもつながってくると思います｡ またス

ポーツファーマシストにとっても､ 責任感や､ や

りがいに繋がるのではと感じました｡ うっかりドー

ピングでの制裁期間が最低２年間に変更となり､

今まで以上に啓発活動を含めスポーツファーマシ

ストとしての活動の必要性を感じてきました｡

【JADAアウトリーチブース】

開会式の会場にて視

察してきました｡ スタッ

フの中には､ ウエイト

リフティングの斎藤里

香さんの姿もありまし

た｡

ブースの前を通った

選手や一般の中に､ ク

イズへ参加の声掛けを

していました｡ 参加した方には 『PLAY TRUE』

ロゴ入りのシューズバックや､ わかやま国体のキャ

ラクター 『きいちゃん』 と 『PLAY TRUE』 の

コラボシールなどをプレゼントし､ 効果的にアン

チ・ドーピング啓発活動を行っていました｡

JADAアウトリーチブースの隣にはJASS (公

益財団法人日本スポーツ仲裁機構) のブースもあ

り､ 啓発活動の相乗効果も感じられました｡

【和歌山県薬剤師会ブース】

弓道会場・サッカー会場にて､ ブースの視察を

行いました｡ 特にサッカー会場では､ 各県の選手

テントと同じ場所の出入り口にブースを設置して

いたため､ 非常に啓発活動に繋がっていると感じ

ました｡ また､ 交代制で24時間電話対応での相談

応需も行っておりました｡

【さいごに】

今回わかやま国体に参加させていただき､ あり

がとうございました｡ 本田先生・佐藤大峰先生・

森内新先生とご一緒でき､ 大変貴重な時間を過ご

すことができました｡ 今回の経験を来年の希望郷

いわて国体で生かしていきたいと思います｡

(JADAアウトリーチ)

(和歌山県薬剤師会ブース)

情

報

｢平
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｢｢平平成成2277年年度度被被災災地地薬薬剤剤師師ととのの交交流流ババススツツアアーー｣｣ 報報告告

東日本大震災津波から４年余りが経過し､ 復興

へ向けて歩き始めた岩手県沿岸地域に赴き､ 現地

の ｢今｣ を五感で感じる｡ そして､ 現地の薬剤師

と一緒に東日本大震災を通して ｢災害時における

薬剤師の役割とは？｣ ｢その時､ 薬剤師は何を考

え､ 何を行ったのか？｣､ さらには､ ｢被災地域の

健康支援における薬剤師の役割とは？｣ ｢今､ 被

災地では何が起きているのか？｣ について考える

ことで､ 地域医療の担い手としての薬剤師になる

ことを目指して欲しいという目的で､ 薬学生を対

象としてバスツアーを行いました｡

８/22 (土)､ 地元の岩手医科大学の学生をはじ

め､ 関東地区からの参加者 (総勢16名)を乗せた一

行は､ 釜石薬剤師会の中田義仁氏から､ 当時の状

況およびその状況下での薬剤師の活動について､ 詳

しく紹介されながら､ 橋野鉄鉱山のユネスコ世界遺

産登録に沸く釜石を経由して大槌町に向かいました｡

釜石市街地を抜けて､ 鵜住居地区に入ると､ 国

道沿いは土が高く盛られている光景が続きます｡

大槌町に入っても､ 以前､ 町民の多くが暮らし

ていた地域は復興工事真最中で､ 初めて訪れた学

生は皆､ ピンとこなかった様子でしたが､ 震災前

の写真と見比べたり､ 発災直後からの薬剤師の活

動の様子を聞いた後に､ 城山公園から街を見下ろ

したときに､ 人々の生活があった場所があっとい

う間に失われたことに気付き愕然としたようです｡

バスツアー スケジュール

８月22日 (土)

10：00 盛岡駅西口からバスで出発

13：15 ○大槌町中央公民館 到着
講演
｢大槌町･釜石における震災時の薬局
薬剤師の活動について｣

おおぞら薬局 金澤 英樹 氏
つくし薬局大町店 町田 理美 氏

15：00 ○平田仮設住宅団地 到着
｢仮設住宅の生活について｣
平田地区サポートセンター

センター長 上野 孝子 氏
※仮設団地内の見学､ 自治会との交流など

16：00 ○ホテルシーガリアマリン到着

講演
｢被災地における薬剤師の活動につ
いて｣
釜石市保健福祉部健康推進課

地域医療連携推進室係長 小田島 史恵 氏
｢災害時の医療における薬剤師の役割｣
釜石医師会理事 寺田 尚弘 先生

19：00 夕食・情報交換

８月23日 (日)

８：30 【交流研修】グループ討議
｢被災地域で薬剤師は何ができるか？｣

12：30 根浜海岸 ｢民宿前川｣ 到着｡ 昼食｡
その後､ ｢宝来館｣ 付近散策

16：30 盛岡駅西口到着､ 解散

(金澤氏と町田氏の講演後､ 積極的に質問)
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その後､ 釜石市職員の案内で､ 平田地区にある

仮設住宅団地を見学しました｡

団地内には､ 仮設住宅における高齢者等の安心

した日常生活を支えるため､ 総合相談・居宅サー

ビス・生活支援サービス・地域交流などの総合的

なサービスを行っているサポートセンターがあり､

その内部も見学させていただくとともに同センター

の上野孝子センター長から業務の内容について説

明していただきました｡

そして､ 釜石市職員のはからいで､ 仮設住宅団

地内の集会場にお邪魔し､ お茶をごちそうになり

ながら､ 住民の方々からもお話をうかがうことが

できたことは貴重な体験だったと思います｡

平田仮設住宅団地を後にし､ 当日宿泊する施設

に移動し､ 震災当時は釜石市災害対策本部に､ 現

在は地域医療連携室に所属し､ 釜石市での薬剤師

の活動をよく知る行政担当者からの講演を聴講し

ました｡

釜石市では､ 震災前から医師会・歯科医師会・

薬剤師会はもちろん､ 行政も顔の見える関係にあ

り､ それが､ 震災時の活動にもつながったこと､

その関係は､ 震災を契機に医療職だけではなく介

護職も含めたものとなってきているそうで､ 連携

がいかに大事かを教えていただきました｡

続いて､ 当時､ 釜石医師会災害対策本部長とし

て､ 釜石地域の医療救護活動の陣頭指揮をとられ

た､ 寺田尚弘釜石医師会理事の｢災害時の医療に

おける薬剤師の役割｣と題した講演を聴講しまし

た｡

発災直後から､ 避難者の状況を踏まえた医療活

動を行う中で､ ｢お薬手帳さえ持って逃げてくれ

ていたら･･･｡｣ ということを強く感じられたそう

で､ 多くのメリットを持つ､ お薬手帳は ｢有用性

に比類ない｣ ものであることから､ 今後も積極的

な啓発を勧められました｡

また､ ｢医師にも歯科医師にも看護師にも保健

師にもできない薬剤師の専門性とは何か？｣ ｢チー

ム医療とはそれぞれの職種が情報を共有した上で､

それぞれの専門性を発揮することである｡｣ ｢常に

(城山公園から大槌町の市街地をバックに講師を囲んで)

(釜石市職員から ｢仮設住宅の暮らしについて｣)

(上野センター長から説明を受ける参加者)

(自治会の方々からもお話をうかがいました)
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このことを念頭に自信を持ってこれからの様々な

局面にあたってほしい｡｣ と述べられました｡ さ

らには､ 学生に向けては､ ｢現実をよく見る､ そ

してよく考える｡｣ こと実践して欲しいとエール

をいただきました｡

２日目は､ 地元の釜石薬剤師会はもちろん､

気仙薬剤師会や内陸の花巻・北上の薬剤師と一緒

の交流研修です｡

４つのグループに分かれて､ ｢(震災後の被災地

域の) 薬剤師には何ができるのか？｣ をテーマに

グループ討議を行いました｡

前日､ 医師や行政職､ 薬剤師から聞いた話､ ま

た､ 目の当たりにした被災地の現状を踏まえて行っ

たディスカッションでは､ 学生らしい柔軟な発想

が随所に見られ､ 大いに盛り上がり､ 今後の活動

に参考となる意見が多く寄せられました｡

研修終了後は､ 鵜住居地区の根浜海岸 (2019年

ラグビーワールドカップの競技場建設予定地) に

ある民宿で昼食をいただきました｡ その日に定置

網で獲れた海の幸等､ 三陸を堪能できたのでは､

と推察するところです｡

被災地を訪れるのは初めてという方がほとんど

で､ テレビでしか見たことがないという土地に足

を踏み入れたわけですが､ 一様に復興への道のり

は遠い､ という印象を持ったようです｡

そんな中で､ 薬剤師が地域医療を支えるべく活

動を行い､ また､ 震災後の影響が色濃く残る地域

で､ 医療のみならず健康支援に積極的に関わって

いることを少なからず感じていただけたのではな

いでしょうか｡

今回のツアーが､ これから医療人としての薬剤

師を目指す皆さんの､ モチベーションの向上に少

しでもお役に立てれば幸いです｡

おわりに､ お忙しい中､ ご協力いただい釜石市､

釜石医師会をはじめ､ 本ツアー実施に際しご尽力

いただいた全ての皆様に心から感謝申しあげます｡

(文責：熊谷明知)

(講演終了後､ 熱心に講師に質問する学生の皆さん) (交流研修参加者全員で記念撮影)
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被災地薬剤師との交流バスツアーに参加して

高崎健康福祉大学１年 伊藤 千尋

私は今回の研修で初めて岩手県を訪れました｡

だから次のように考えることはどうかと思います

が､ 被災地である岩手県の沿岸地域を初めて目に

し､ 機械や土が多く占め､ ４年たった今もあまり

復興が進んでないと感じたことが正直な感想です｡

最初に聴いた金澤さんと町田さんの講義では大

槌町の病院､ 診療所､ 保険薬局が全て流されたこ

とが印象に残り､ 津波の威力は甚大なものだと改

めて思いました｡ どの薬が必要なのか情報を伝達

する手段がないことが一番の問題だと感じました｡

お薬手帳がないことで普段飲んでいる薬がわから

ないという問題もあったので､ お薬手帳の重要性

をもっと広めていくことが課題であるとわかりま

した｡ 仮設住宅の話をしてくださった上野さんの

講義では､ 仮設住宅は２年間の住居として計画さ

れたが実際には４年間も住んでいる方もおり､ 住

宅にカビが生えるなどの問題もあると教えてくれ

ました｡ 一軒家やアパートに住みたくても､ お金

がなく､ 実行することができないと聴いて難しい

問題だと感じました｡ 小田島さんの講義は難しく､

あまり理解することができませんでしたが､ 患者

さんの生活を支えることが１番の役割だと思いま

した｡ 寺田さんの講義からは､ 釜石市や大槌町で

は３人に１人が高齢者で､ 高血圧の方が多くなる

など大変であることを学びました｡ 翌日のグルー

プ討議ではなかなか参加することができなく､ 非

常に悔しく思います｡ 同じテーマなのに他のグルー

プの意見と自分たちのグループの意見が異なり､

討議する楽しさを知ることができました｡

学年や学校が違う薬学部の学生さんや薬剤師の

方と交流することもできて､ とてもいい刺激にな

りました｡ 豊富な種類のおいしいご飯をはじめ､

じゃんけん大会やお菓子などとても楽しく､ いい

思い出になりました｡ １年生であることもあり､

なかなか講義の内容を理解することやグループ討

議に参加できなかったので､ 今後震災のことや薬

剤師の役割などの知識を身につけ､ また来年も機

会があればぜひとも参加したいです｡

国際医療福祉大学５年 倉科 志帆

１日目

最も印象に残ったのは､ 平地となってしまった

釜石市の海岸の光景でした｡ 工事現場のような土

と機械だけの広く開けた土地｡ バスでその横の道

を通過しながら､ 震災前はたくさんの住宅が立ち

並んでいたとお聞きしましたが､ とても信じるこ

とはできませんでした｡ 震災から４年｡ あの日共

に失われたはずの草木の青々と茂っている姿だけ

が､ その年月を物語っているように感じられまし

た｡ 高く積まれた土とショベルカーがあちこちに

見られるその様子からは､ そんなに長い時間が過

ぎたようにはとても思えませんでした｡

一方､ そんな見た目とは裏腹な､ 被災地の方々

の復興の熱い決意と強い心にも触れることができ

ました｡ 自身も被災されたのに薬剤師としてやる

べきことを自ら考え､ 無我夢中で行動したという

大槌町の先生方のお話には､ 薬剤師としての責任

感と誇りを感じ､ 感銘を受けました｡

大槌町城山公園体育館の高台に立ち､ 海岸沿い

の地面を見下ろしたとき､ この場所から波に飲み

込まれていく見慣れた町の様子を見下ろしていた

方々の気持ちを考えました｡ 現実は､ きっと私の

想像をはるかに超えていたでしょう｡

２日目

グループディスカッションでは､ 薬局､ 病院､

行政また沿岸地域と内陸地域など､ 様々な視点か

らの薬剤師の先生方の貴重なお話をお聞きするこ

とができました｡ それぞれ多方面での震災時の薬

剤師の活躍を知ることができ､ 非常に充実した時

間でした｡ 私自身は震災時､ 被害は全く無く､ ４

年経って初めて現地の方々ご本人のお話をお聴き

しましたが､ 衝撃的な内容ばかりでした｡ 薬剤師

が被災地での医療に大きく貢献したという事実に

はとても感動し､ 自身の薬剤師への憧れが強くな

りました｡ 未曾有の大震災にも､ 目の前の患者さ

んを助けるために冷静な判断と積極的な行動を続

けてきている先生方は､ 自分が目指す ｢医療人｣
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の理想の姿だと感じました｡

昼食をいただいた民宿 ｢前川｣ で､ 震災前の根

浜海岸の写真を見せていただいたときは､ 現在の

姿との違いに大きなショックを受けました｡ しか

し前川さんのご飯はとても美味しく､ スタッフの

方も親切で､ 復興に向けて一歩一歩歩んでいる姿

に感銘を受けました｡

実際に現地に行かなくては解らないことがたく

さんあることを痛感し､ 貴重な経験をさせていた

だき､ とても多くのことを学ばせていただきまし

た｡ ２日間､ 本当にありがとうございました｡

国際医療福祉大学５年 佐々木 汐里

東日本大震災があった2011年３月11日､ 私は地

元青森で､ 大学進学に向け準備をする中､ 震災を

体験しました｡ 今回､ 甚大な被害のあった大槌町

や釜石市等被災地へ伺い､ 現場の薬剤師の先生方

から直接お話を伺える機会があることを知り､ 震

災時また震災後に薬剤師がどのように活躍してい

るのかを学びたいと思いツアーへの参加申し込み

をいたしました｡

ツアーでは､ 現地でご活躍されている医師・薬

剤師の先生方､ 行政の方からの講演がありました｡

薬剤師の先生方から当時の状況についての実体験

をお聞きする中で､ 薬剤師も一人の人間であり､

被災者の一人であるということを感じると同時に､

先生方が薬剤師として使命感をもって､ 困難な状

況を乗り切られたということをひしひしと感じる

ことができました｡ お薬手帳や持参薬からの服用

薬の特定､ 限られた薬の中から同種同効薬の代替

案の提案等は､ 薬剤師であるからこそできる重要

な役割であることを改めて理解しました｡ また､

震災等不測の事態が起きた際には､ その現場で何

が求められているのか､ 現場のニーズを把握した

上で､ 人として薬剤師として何ができるかを考え

行動する事が重要だと思いました｡ また､ 医療チー

ムと行政やボランティアが連携・協力することで､

より迅速にニーズにこたえることが可能であるこ

とも学びました｡

初日にバスの中から見た情景は忘れることがで

きません｡ 青く入り組んだリアス式海岸とともに

見える広い更地や廃材と盛り土､ 仮設の住宅や商

店｡ 何度もテレビで見た津波の後の光景を思い出

し､ 改めて震災の恐ろしさを思うと同時に､ ４年

半経過した今も復興の途中であることを感じまし

た｡

このツアーを通して改めて､ 被災現場で人とし

て出来ること､ 薬剤師として出来ることについて

考えることができ､ 大変貴重な体験となりました｡

ツアーで感じたことを忘れずに､ 今後､ 自分自身

がどのような薬剤師を目指すのか､ 危機管理につ

いて､ 先の震災についても考え続けていきたいと

思っています｡ 大学も学年も異なる薬学生同士の

交流もあり､ またおいしい海の幸も味わうことが

できました｡ 本当に充実した２日間を過ごすこと

ができました｡ ありがとうございます｡

国際医療福祉大学５年 柴田 菜

2011年３月11日､ 東日本大震災によって多く

の人の日常が失われた｡ 今回訪れた岩手県も､

津波による甚大な被害を受けた被災地の１つで

ある｡

盛岡駅に着き､ 初めて訪れる地に浮き足立って

いたが､ 集合場所の盛岡駅から大槌町に近付くに

つれ､ ところどころに空き地が増え始め､ 目的地

である城山公園体育館に到着する頃には､ あたり

一面に広がる盛り土に言葉を失った｡ 体育館では､

震災時に大槌町・釜石市で活動をした薬局薬剤師

の方のお話を聞いた｡ 震災時には､ ライフライン

が遮断され､ 何をしたらよいかわからないという

状態だったが､ 翌日には薬剤師として何かできな

いか模索し始めたということを聞き､ 自身も被災

しているにも関わらず､ 医療人としての使命を全

うしていることに感銘を受けた｡ その後､ 平田仮

設住宅団地におけるサポートセンターの活動や施

設の見学をし､ 宿泊先のホテルでは､ 地域医療に

おける行政の取り組みや､ 震災時に医師として活

動した方から見た薬剤師の活動についてお話を聞

いた｡ 震災当時のお薬手帳の有用性や限られた薬

をどのように調剤していたのかについて､ また､

現在行っている医療職種間連携促進事業のひとつ

であるケアカフェなど､ 貴重なお話を多く聞くこ
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とができた｡ 翌日のグループ討議では､ 被災地薬

剤師の方と他大学の薬学生とのディスカッション

を通し､ 様々な人の想いや考えを知り､ さらに自

分の考えを深めることが出来た｡

震災から４年経過した今も震災の残した傷跡は

消えず､ 今も人々は心のどこかに震災の日の記憶

を抱えながら生活している｡ ２日間の日程を終え､

復興に向かう“今”の被災地において､ 薬剤師が

出来ることは病院や薬局を訪れる患者さんとの何

気ないやり取りなのではないかと感じた｡ 初日の

お話の中で､ 薬を飲んでいる高齢者の方にとって､

薬はあるだけで安心できるものだとお聞きした｡

高齢化が進む近年において､ 仮設住宅の独居老人

や人口の流出など､ 被災地も例外ではない｡ 薬剤

師は､ 薬の専門家として薬同様､ より身近で信頼

される薬の安全や地域の人の健康を担う存在の一

人になっていく必要があると考えた｡

薬剤師を志すものとして今回の研修は､ いつ起

きるかわからない災害時に薬剤師に何ができるの

か考えるよいきっかけとなった｡ 今後この研修で

得たものを将来にも生かしていきたい｡

星薬科大学４年 眞貝 萌

私は､ 今回被災した地域で薬剤師はどのように

活躍したのか､ どのようなモチベーションで日々

仕事をしていたのか知りたく参加しました｡

１日目の講演について振り返りたいと思います｡

大槌町・釜石における震災時の薬局薬剤師の活動

について講演を聞きました｡ 講師の町田さんの人

のありがたみを感じた､ 当時は自分にできること

は何か考えながら仕事にあたっていた､ 金澤さん

のもう必死に､ 一生懸命に仕事をしていたという

言葉が印象的でした｡ 城山公園から大槌町の風景

を見て､ 津波前の景色はどんなだったのだろう､

あの日ここから街を見た住民達の気持ちを考えて

しまい､ 胸が痛くなりました｡ 終了後､ 釜石市平

田仮設住宅へ｡ 車中から見た釜石市内は､ 津波に

あったように思えないほど､ 復興が進んでおり驚

きました｡ 仮設住宅は思っていたよりも狭く､ 住

み続けたら気がめいってしまうのではないかと思

いましたが､ サポートセンター､ 自治会との交流

スペースなどがあり､ コミュニケーションの場が

あって良いと感じました｡ しかし､ 仮設住宅は来

年春には撤去され仮設でできた人々のつながりが

絶たれることに対する手立てを考える必要がある

と感じました｡

１日目の最後にチーム釜石の小田島さん､ 寺田

さんからの講演を聞き､ 多職種が顔の見える関係

で､ 信頼関係が構築されていたことが災害医療を

迅速に行えた理由だと感じました｡ 薬剤師は医師

の指示で動いていたのではなく､ むしろ医師に頼

りにされ､ 自ら責任を持ち仕事ができたそうです｡

震災後､ 薬剤師が大いに活躍したということを聞

くことができたことが､ 私の今回のバスツアーで

の大きな収穫となりました｡ また､ 小田島さんが

言っていましたが､ 他職種と連携していくための

一歩としてまずは相手の話を聞き､ 自分の考えを

言うことに気を付けていきたいです｡

２日目の交流研修では､ 被災した薬剤師から当

時の状況､ 震災時の備えについて話を聞くことが

できたこと､ 私の考えを聞いてもらい､ それに対

して反応してもらえたことが貴重な経験となりま

した｡ また､ 震災後､ 薬剤師としての使命感で動

いたと言っていた方がいましたが､ そのような薬

剤師になれるように努力したいです｡ ２日間を通

じて､ これから薬の知識を身に着け､ 相手の立場

に立って考えることが薬剤師になるために必要だ

と強く感じました｡

最後になりましたが､ バスツアーに参加するこ

とができ､ 本当に良かったです｡ 岩手県薬剤師会

の方々に感謝申し上げます｡

岩手医科大学３年 鈴木 周平

僕は８月22日､ 23日と二日間の被災地薬剤師と

の交流バスツアーに参加しました｡

僕が今回のツアーに参加したきっかけとして､

将来薬剤師として働いたときに被災地に対して何

か貢献できるようになりたいという思いがあるも

のの､ 具体的に薬剤師は被災地に何ができるのか､

震災５年目を迎えた被災地の現状はどのようであ

るか､ どのような課題が残されているのかなどま

だまだ知らないことが多く､ そのようなことに対
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して理解を深めていきたいと考えたことがきっか

けです｡

22日は薬局薬剤師､ 仮設住宅団地､ 行政､ 医師

の方々からお話をいただきました｡

薬局薬剤師の方のお話では震災直後､ 薬剤師は

どのようにして患者さんへの対応を行ったか､ 問

題点とどのように向き合ったか､ 他職種と連携を

図るためにどのようなことを行ったか具体的なお

話をいただくことができ､ 将来薬剤師として働く

ときに災害時にどのようにして動くか､ 災害時に

備え薬剤師がどのような活動をしていかなければ

ならないのか非常に勉強になりました｡

仮設住宅団地の見学では､ 仮設住宅における問

題点や解決策､ 被災者の目線から何が求められて

いるか､ どのようなサポートが行われているのか

を知ることができました｡

行政､ 医師の方々からのお話では､ 他職種連携

というものがいかに大切であるか､ 連携を図るた

めにどのようなことが行われているのか､ 他職種

連携を行う上での課題､ 他職種からの目線で薬剤

師が求められている役割を学ぶことができました｡

23日は被災地で薬剤師は何ができるか､ 薬剤師

が明日から行うことというテーマでグループディ

スカッションを行いました｡ 今回のツアーで学ん

だことを思い出し､ 自分の意見や考えをまとめ､

薬剤師の先生方から薬剤師が被災地で行った活動

を教えていただいたり､ 他の薬学生からも自分が

思いつかなかったアイデアや考え方を聞くことが

出来て､ ツアーで学んだことをさらに理解を深め

ることができたと感じました｡

今回のツアーを終えて感じたことは災害時に薬

剤師だからこそできることが本当にたくさんある

と感じ､ 薬剤師が災害時に担う役割は非常に大き

いと感じました｡ だからこそ専門性を磨き､ コミュ

ニケーションを円滑に行い､ 困っているであろう

患者さんのために役立つことができるような薬剤

師になりたいという思いが強まりました｡

最後に､ 今回のバスツアーでご協力していた

だいた皆様２日間本当にありがとうございまし

た｡

岩手医科大学３年 鷹觜 彩香

今回のツアーに参加した動機は､ 被災県にいる

身ながらも風化を感じるもどかしさと､ 発災当時

の薬剤師の活動を知る機会がなかったという点か

ら､ 被災県にいる薬学生として被災地に赴き､ そ

の活動を知るべきだと思ったからである｡

ツアー参加以前は､ 発災時にいつから ｢避難者｣

ではなく ｢医療人 (薬剤師)｣ として活動しよう

と思ったのか疑問に思っていた｡ ツアー参加直後､

中田薬局の中田氏や､ つくし薬局の町田氏､ おお

ぞら薬局の金澤氏の講義を聴講するうちに､ 発災

直後から薬剤師として奔走していたことがわかり､

少々衝撃を受けた｡ 恥ずかしながら､ 前述したよ

うな切り替わりの期間があるものだと思っていた

からである｡ 発災してすぐに患者情報が入った

USBを持って避難したり､ 自分の足で様々な情

報を掴みに行ったりと医療人としての覚悟を感じ

た｡ また､ 昼夜問わず調剤し､ 支援医薬品の仕分

けや医師への薬剤情報の提供､ 調剤した薬の避難

所での配布など､ 休む間もなく無我夢中で､ その

日その日に何ができるのかと考えながら活動し続

けた薬剤師としての使命感というものを非常に強

く感じた｡ 特に印象的であったのが､ 患者さんが

服薬中であった薬の判別である｡ ｢白いたま｣ ｢血

圧を下げる｣ などといった医薬品名のわからない

状況でも､ 薬学的知識や経験から医薬品の見本を

作るなど工夫して患者さんから情報を引出して名

前を突き止め､ それだけでなく､ 今ある医薬品の

中から代替できるものを医師に提案したり､ 子供

用の量に換算したり､ 薬が変わったことで不安に

なった患者さんたちへ説明することで安心させた

りと､ 薬剤師にしかできないことの多さや災害時

の薬剤師の必要性というものが釜石医師会理事の

寺田氏の講義や今回のツアーに参加したことではっ

きりと感じることができた｡

薬剤師の活躍とともに今回の震災で見えてきた

ことは､ お薬手帳や多職種との連携の大切さであ

る｡ 生きるか死ぬかという状態だった中､ 医療を

必要としていたのは怪我ではなく慢性疾患の患者

さんであり､ それゆえお薬手帳は患者さんの情報

を知るための重要かつ便利なツールであった｡ ま
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た､ 釜石方式など多職種間で連携が取れていなけ

ればできなかった活動がある｡

他大学の薬学生や被災地の薬剤師と討論したこ

とで得た薬剤師の使命を常に忘れず､ まずは今回

の経験を周囲に伝えることから風化させない一歩

を自分なりに踏み出そうと思う｡

高崎健康福祉大学１年 中山 睦子

今回このような交流会に参加して､ 東北で起

きた東日本大震災がいかに凄まじいものであっ

たかということを改めて実感することができま

した｡ また､ 震災当時の薬剤師の活動も知るこ

とができました｡ ５年経った現在でもかつてあっ

た建物や道路の復興が進んでいなかったり､ 津

波で破壊された防波堤もそのままの状態で工事

が進んでいなかったりしていて､ いまだに災害

の爪痕の深いむなしい光景が所々広がっている

なと感じました｡

多くの薬剤師の方々の話を聞かせていただいて､

ほぼ全員がお薬手帳の重要性を説いていたことが

とても印象深かったです｡ お薬手帳は､ 患者が何

の薬を１日どれくらい飲んでいて､ それをどのく

らいの期間処方しているのかを記載した手帳です｡

薬剤師の方々はお薬手帳を見るだけで患者の病態

などは大方分かるとおっしゃっていました｡ その

ため､ お薬手帳さえ持っていれば患者の話を聞い

て様態を診断してそれに応じて薬の処方する量な

どを臨機応変に調節することができ､ 限りある薬

を無駄なく効率的に処方することができるとおっ

しゃっていました｡ しかし､ 震災当時実際にお薬

手帳を持って逃げた人は非常に少なかったといい

ます｡ なので､ お薬手帳の重要性を全国的に広め

るための広報をしたり､ 日ごろからお薬手帳を所

持してもらう呼びかけをしたりする必要があると

思いました｡ また､ 他県の薬剤師と連携して患者

の相談から薬の処方などを円滑に行う方法を模索

していくことも重要だと思いました｡

私の住んでいる群馬県では震災時多くの県で

もあったような停電､ 断水､ ガソリン不足など

の問題が発生しましたが､ 震源地から遠いこと

もありその多くは数日で復活しました｡ そのた

めお薬手帳を失って処方に困ったということも

あまり耳にしませんでした｡ しかし､ いつ何時

震災や自然災害が起きるか分かりません｡ 実際

に被災して､ 震災時に薬の処方に苦労した薬剤

師の方々の実体験を基に周りにお薬手帳を所持

する重要性を広められるように少しでも力にな

れたらと思いました｡

１年で参加してまだ知識もない中でこのような

貴重な体験をできたことは､ 今後自分が薬剤師と

して働いていく上で本当にラッキーなことだと改

めて感じました｡ ｢薬剤師とは何か｣ ｢医療従事者

としての薬剤師の役割｣ などのテーマと早い段階

で向き合うことができたので､ 時間をかけて自分

なりの結論を出してゆきたいと思います｡ このよ

うな機会を設けてくださり本当にありがとうござ

いました｡

高崎健康福祉大学１年 福田 里奈

被災地の現状と当時の医療体制､ また被災当時

の薬剤師の役割について学びたいと考え､ 今回の

企画に参加させて頂きました｡ 被災当時の､ 現地

薬剤師の記事を読んだ際､ とにかく大変な事態

であったということは感じ取れたものの､ 実感が

湧かずにいました｡ 実際に現地に行って､ 見て､

聴いて､ 感じたのは自分の想像を遥かに超えるも

ので､ こちらは別の意味で実感しきれないもので

した｡

震災当時の様子や心境を聞いても､ なんだか物

語を聞いているような､ 実際に起きたとは考えら

れないような､ よくわからない感情がずっと渦巻

いていました｡ しかし､ ふと辺りを見渡せば震災

の傷跡が視界に入ってきて､ ああ､ 震災はまだ終

わっていないのだと､ そう感じました｡ 自分が考

えていた被災地の ｢イマ｣ よりも復興は進んでい

なくて､ 自分の周りの人間が口にする ｢もう復興

しているんじゃないの｣ という想像とはかけ離れ

ているように感じられました｡

今回のツアーの中で､ 被災現場や工事中の地域

を車窓から見学することができたのですが､ 豊か

な自然が一面に広がっていると思いきや突然がれ

きや盛土､ 重機が一面に広がる光景に一変するな
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ど景色の変化に驚かされることが多々ありました｡

きっとこの重機がある場所にも､ 美しい自然が広

がっていたのだと思うと､ 一体今の自分に何が出

来るのかと考えさせられました｡ また､ 土地の整

備が進む一方で､ 住民の精神面は置いてきぼりに

されてはいないかという疑問が出ました｡ 医療面

からも､ そうでなくても､ コミュニティの継続を

支援する取り組みや精神的サポートをする余地が

まだまだあるような印象を受けました｡

薬剤師さんや医師の方の話の中で､ おくすり手

帳の重要性について､ 感じ取れる機会が多々あり

ました｡ 大学の授業では ｢大事｣ であることは理

解できたつもりでいましたが､ それが災害時など

でどう役立つのか､ ただ紙に書かれた知識ではな

く､ リアルな話が聞けたことで本当の理解に繋が

りました｡ たった一冊の手帳だけれど､ 災害時に

は大きな助けになるのだと､ 改めて思いました｡

今回の震災で学ぶことは本当に数多くあります｡

その対象に例外はなく､ 誰にでも応用されるべき

ものです｡ 実際､ 被災した県内でも場所によって

温度差が激しく､ 他の地域では他人事として処理

してしまっている人ばかりです｡ どこでどんな災

害が起こるかの分からない今､ 東日本大震災の教

訓を生かし､ 個人のみならず社会全体で取り組む

べきことがあるのではないかと思います｡ 一人の

人間として､ 薬剤師の卵として｡ まずは現状を知っ

てもらうことから｡ 自分にできることをしていく

つもりです｡

２日間本当にありがとうございました｡ 今回の

学びを今後の勉強に生かしていきます｡ 是非また､

参加させてください｡

岩手医科大学３年 古川 洋行

今回のツアーでの､ たくさんの先生方のお話や

被災地の薬剤師の方々との交流はとても有意義な

ものであった｡ 私が特に印象に残っていることは

大きく２つある｡

１つ目は被災直後､ 特に被災現場の薬剤師につ

いてである｡ できるだけ早く患者さんに､ 薬や衛

生面､ その他についても安心を提供していくため

には､ その地域で働く薬剤師の初動がとても肝心

であることが分かった｡ そしてその時に､ 少ない

情報の中で先を見据えた行動ができるかどうかが

求められているスキルの一つなのだと思った｡ ま

た､ その中で薬剤師の使命感のようなものも感じ

た｡

２つ目は被災地の薬剤師の方々との交流である｡

薬学部の学生ではあるが､ 普段現場の薬剤師の方々

とあまりお話しする機会はない｡ 貴重な機会であ

り､ たくさんのためになるお話を聞けた｡ このお

話の中で印象に残っているのは高い専門知識の必

要性と顔の見える関係でのネットワークの構築と

いう点である｡ 前者は普段の業務でも必要だが､

特に被災時において責任ある行動をとるためには

重要であると感じた｡ 後者は一人での限界点は確

実にあり､ 特に災害時は信頼できるつながりがあ

ることにより迅速な行動がとれること､ さらには

自分自身の負担をへらすことにもつながるという

ことが分かった｡

これらを踏まえると､ 理想の薬剤師というもの

が少しであるがみえてくるように思える｡

私は現在その理想とはまだ遠い位置にいること

も把握することができた｡ さらにグループワーク

で内容を深めることができた｡

今回のバスツアーは､ 将来の薬剤師像を考える

うえでとても貴重な経験となった｡ この経験は､

災害時に役立つのはもとより､ 日常の生活におけ

るまでの幅広い面でよい影響をあたえるものとなっ

たと実感している｡ この経験を忘れずに教訓・糧

としてこれから将来に向かって歩んでいきたい｡

またこのツアーに参加した一人として､ 今度は少

しずつ発信する側としても貢献していきたい｡

企画・参加してくださった薬剤師会の先生方､

同じように参加した学生方､ そのほか多くの関係

者の方々には､ 本当に感謝しています｡ ありがと

うございました｡

横浜薬科大学３年 前田 龍之介

１泊２日の被災地見学バスツアーは私にとって

初めての被災地体験でした｡

盛岡駅についたときはビルなどが立ち並び震災

前と変わらないほどまで復興しているのではない
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かと感じました｡ しかし､ バスに乗り山道を越え､

リアス式の海が見えるようになったあたりから今

までの景色とは全く異なった風景が広がり大きな

衝撃を受けました｡ もともとは漁師の方が住んで

いた住宅がすべて津波によって流され､ 何もなく

なってしまった街並みや､ 今も重機が入り盛り土

を行っている現状を見て､ ４年では到底元の暮ら

しに戻ることはできないのだということを改めて

思い知りました｡ 中でも､ 最も印象に残った景色

は大槌町の城山体育館前から見た町の景色でした｡

そこから見える､ 津波によって押し流され今も復

興途中の土地をみて､ 少しの高さの違いでこんな

にも被害に差が出てしまうのかという恐怖を感じ

ました｡

その後訪れた城山体育館や宿泊地での講演では､

被災地における薬剤師の活動や､ 災害時の薬剤師

の役割についての大変貴重な話を聴かせていただ

きました｡ 中でも印象に残ったのは､ 寺田先生の

ご講演でした｡ 発災時における薬剤師の役割を急

性期､ 亜急性期などに分類して紹介していただき､

その時々で自分にできることを考え､ 実行に移す

ことの大切さを学びました｡

また､ 今まではお薬手帳は病院で診察を受けて

もらった薬の名前をただ記録しておくためのもの

程度にしか認識していませんでした｡ しかし､ 災

害時にはこれがあることで薬歴がなくてもおおよ

その病態を把握でき､ 飲み合わせなど禁忌の回避

や代用薬の検討ができたということを聞き､ 改め

てお薬手帳の利便性と重要性を知りました｡

被災地に関する報道は年月が経過するにつれて

少なくなってしまうと思います｡ 震災の記憶を風

化させないためにも､ 今回体験したことをまわり

に伝えていきたいと思いました｡

また､ 万が一にも災害が生じた時には率先して

医療活動や問題の解決に向けて活動できるよう､

また薬剤師としての専門性を十分に発揮できるよ

うに勉強をしていきたいです｡

武蔵野大学４年 望月 香菜子

今回のバスツアーでは多くを学ぶことができ､

非常に有意義な体験ができた｡ 薬剤師会の方々が

休みの土日を私たちのために使ってくださったこ

と､ また仕事があっても合間をぬって参加してく

ださったことに心から感謝したい｡ この二日を通

じて私が学んだことでいくつか印象的なことがあ

る｡ 一つ目にお薬手帳の重要性だ｡ 医薬品の相互

作用や禁忌のチェックのために必要なことは学ん

でいたが､ 災害時にこれほど大切なものだとは知

らずにいた｡ 薬剤師はこの重要性を知っておかね

ばならないし､ 学んだ人が周りに伝えていく義務

があると感じた｡ 二つ目に平時での医療者を含め

た職種間の連携や互いの業務内容を知ることの必

要性だ｡ 緊急時の予想外の事態に迅速に対応する

ため､ 連携や相互理解は欠かせない｡ チームかま

いしが理想的であるが､ この連携を理想ではなく

当たり前のものとできるよう薬剤師となった時に

自分のいる地域から少しずつ広めていきたい｡ ま

た学生である今のうちから積極的に他の医療系学

生との交流を持とうと思う｡ 三つ目にまだ薬剤師

でない自分にもできることがあるということだ｡

大学で学ぶ知識を確実に身につけることはもちろ

ん､ 討議したように薬剤師が被災地に対してでき

ることを考えたり､ 今から他職種について学んだ

り､ 新しい形のボランティアを発案しそれに参加

したりまた被災地のことやその他得た情報を発信

したり､ とさまざまあることを学んだ｡ 四つ目に

被災地の現状だ｡ がれきの撤去ができても土が盛っ

てあるだけで復興はまだまだ進んでいないと感じ

る場面が多かったし､ 震災から年月が経った今だ

からこそ生じる問題 (住居移転に伴うコミュニティ

の再構築など) があることも知った｡ ｢(震災､ 被

災地のことを) 忘れないでほしい｣ という言葉が

あった一方笑顔を見せながら前を向いて日々過ご

されている方も多く､ 解決すべきことはまだたく

さんあるであろう中のそうした姿勢に心を打たれ

た｡ この他にも多くのことを学び､ 薬学生として

だけではなく一人の人間として成長する大きなきっ

かけになった｡ また岩手県を以前よりぐっと身近

に感じるようになったり､ 他大学の薬学生とのつ

ながりができたり､ 今自分ができること・すべき

ことは何かを日常生活の中でより考えるようになっ

たので参加して本当に良かったと思う｡ 薬剤師会
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の皆さま､ 何から何までお世話になりました｡ こ

の経験は必ず生かします！ありがとうございまし

た！

国際医療福祉大学５年 八木 さゆり

｢知らない｣ ことは罪である｡ 知らなければ何

も感じないし､ 何も考えなくていい｡ でもそれは

ただ無責任であることに他ならない｡ 私は逃げて

いたのかもしれない｡ 自分自身がもし同じような

状況におかれたとき､ 何を思い､ 何を感じ､ 何が

出来るかを想像することを｡

集合時間から数十分も経つと､ 私は少しはしゃ

ぎながらバスに揺られていた｡ 初めて行く岩手県

はどんなところかと､ まるで旅行気分で心を躍ら

せていたのである｡ しかし､ それから数時間後､

目の前には見たこともないような光景が広がって

いた｡ がらんとした広い土地に多くの土がつまれ､

所々に家がポツポツと立っていた｡ ｢津波｣｡ 数年

前テレビの映像で繰り返し流されたあの映像が脳

裏をよぎった｡ 自分が想像していたよりも遥かに

高いところまで波が来ていたことがはっきりと推

察できた｡ 私の地元は､ 以前から大きな地震が起

こる可能性があるといわれている海岸沿いの町で

ある｡ その光景を見たとき､ どうやっても他人事

に思えず背筋がぞっとした感覚を今でも覚えてい

る｡

東日本大震災から早くも数年の時が過ぎた｡ 被

災を実際に経験していない人々の心からは徐々に

あの時の記憶が薄れてきている｡ 私自身もこのツ

アーに参加しなければ､ まるで歴史の一ページの

ようにあの地震を風化させてしまう一人となって

しまっただろう｡ しかし､ 私の心には土が積まれ

た広大な土地､ 以前は家があったであろうその場

所や山の上の仮設住宅の映像が染みついて離れな

い｡ 以前の ｢知らない｣ ことに逃げた自分と決別

し､ 被災地の未来や自身のこれからと向き合わな

ければならない｡ 被災地を知った私たちにできる

こと､ それは ｢今｣ だけでなく ｢これからも｣

“継続”して支援を行っていくことである｡ 支援

とは単に物資を送るだけではない｡ このツアーを

通して感じたことを多くの人に伝えたり､ 被災を

実際に体験する機会を設ける提案をしてみたり､

できることは沢山ある｡ そして将来､ 自分が同じ

ような状況におかれたとき､ 薬剤師として､ 人と

して､ 現地で私達に多くのことを伝えて下さった

方々のように､ 誰かの生きる意味となり､ 希望と

なれるよう努力を続けていきたい｡ 今回のツアー

は真実を ｢知る｣ ことの大切さと､ ｢知る｣ ため

の勇気､ ｢知る｣ ことで生まれてくる無限の可能

性を現在そして未来の私に教えてくれた重要な経

験となった｡ 気づけばあの地に足を踏み入れた瞬

間から､ 新しい私が動き出していた｡

星薬科大学４年 柳生 舞

私が ｢被災地薬剤師との交流バスツアー｣ に参

加したのは単純な好奇心からだ｡ 自分が東日本大

震災の原発事故で有名になってしまった福島県い

わき市出身であるため､ 少なからずあの震災に対

して特別な思いがあった｡ 私自身は大きな被害に

あったわけではないが､ あの時の ｢もうここに住

めなくなるんじゃないか｡｣ という恐怖だけは今

でも鮮明に覚えている｡ そこでふと思った｡ ニュー

ス等を通して津波の被害がどれほどのものであっ

たか知識としては知っているのに､ 実際のところ

何も知らないじゃないか､ と｡ 今回､ 薬学生とし

て被災地での薬剤師の役割を知ることはもちろん

のこと､ 一人の人間としてもっと津波のことを知

らなければと思って岩手へ行くことを決めた｡

一日目の視察でやはり一番記憶に残っているの

は､ 城山公園の上から見た大槌町の今の様子だ｡

何も無い｡ 本当にここに家があったのか｡ 信じら

れない｡ それが正直な感想だった｡ ここに津波が

襲ってきて､ 家も店も病院も薬局もなにもかもが

押し流されていく｡ それを想像するのは私にはと

てもできなかった｡ ただ､ 実際に被災地を目の当

たりにすることで自分が思っていたものよりもずっ

と残酷な出来事だったということは実感できた｡

受講した講義では､ 津波被害により医療機関が

ほぼストップした状況で薬剤師がいかに活躍して

いたかを知ることができた｡ 薬歴やお薬手帳がな

い中､ 患者さんから情報を聞き出し処方する｡ 薬

の優先順位､ 禁忌など薬剤師として知識も判断力
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も必要とされる｡ 医療チームの一員として医師や

看護師と対等の位置から意見する場合もある｡ 災

害における薬剤師の役割が非常に重要だというこ

とが分かった｡

二日目のグループ討議では ｢被災地域で薬剤師

は何ができるか？｣ について話し合った｡ 一日目

の視察や講義から感じたこと､ 考えたことを自分

なりに話した｡ 薬剤師の方や他大学の方の意見も

聞くこともでき貴重な時間を過ごすことができた｡

こんなにも積極的に議論に参加できたのは初めて

の経験だった｡ 災害直後､ 一か月後､ 長期に渡っ

てなど時期により薬剤師に求められる業務は異なっ

てくる｡ その時々で何が必要なのか､ どう動くべ

きなのかを普段から考えていかなければならない

と改めて思った｡

｢このバスツアーを通して何を学んだのか｡｣ 自

分にそう問うてみる｡ 被災地における薬剤師の役

割､ チーム医療､ 地域医療｡ そう一言で答えるの

は容易いことだ｡ しかし､ 私が一番自分の為になっ

たと感じているのは 『覚悟』 である｡ 医療人とし

ての 『覚悟』 を持ち､ どんなときでも自分の仕事

に誇りを持てる､ そんな薬剤師を目指したい｡

高崎健康福祉大学１年 吉原 永未加

８月22､ 23日に､ 岩手県釜石市にお邪魔してき

ました｡ 岩手県薬剤師会の皆さんの主催で､ 被災

地での薬剤師の役割についてお話をお聞きしたり､

現地視察したり等といったバスツアーでした｡

１日目は盛岡駅から出発し､ 昼食を頂いた後大

槌町へと向かいました｡ 道中では､ 震災から4年

以上経ったとはいえ､ まだまだ復興途中であると

いうことが良くわかる光景を沢山目にしました｡

テレビ等で見るのと実際に目にするのとでは､ や

はり得られるものの大きさが違うのだと強く感じ

ました｡ この光景を忘れることはないだろうと思

います｡ 大槌町では､ 実際に震災を経験した薬剤

師の方から､ 当時避難所等でどのように過ごした

のかをお聞きしました｡ それまで曖昧だった被災

地での薬剤師の活躍が手に取るようにわかり､ 同

時に薬剤師の活躍の場がこんなにもあるのだとい

う事を理解しました｡

その後､ 釜石市の平田地区にある平田第６仮設

団地の視察に行きました｡ 高齢者や親子連れの方

に対するケア､ 入居者同士が顔を合わせやすくす

る工夫など､ 書ききれないほど様々な面からのサ

ポートが充実している数少ない施設のうちのひと

つだそうです｡ 市街地と団地を結ぶバスの停留所

もあり､ 仮設住宅の必要性はまだまだ高いのだと

いう事を感じました｡

２日目は､ 他の参加者と現地の薬剤師の方を交

え､ 被災地における薬剤師の役割についてディス

カッションをしました｡ 健大の薬学生は私を含め

４人で､ 全員１年生でしたが､ 他大学には３年生

や５年生の方がたくさんおり､ ディスカッション

での発言の仕方や発表の仕方などを学ぶ事ができ

ました｡ また､ 現地の薬剤師の方の話をさらにお

聞きする事ができ､ １日目の講演と併せてより深

く理解できました｡

２日間を通して強く感じたのは､ ｢もっと早く

現地に来ておくべきだった｣ という事です｡ いく

ら盛土を見て復興の大変さを感じたとしても､ 盛

土まで辿り着く以前の混沌とした状態は感じ取れ

ません｡ 住宅地が破壊され､ 更地にされるまでの

過程を想像するのはとても難しいことです｡ 現地

の人しか知り得ない事をもっと知りたかったと感

じました｡ また､ 災害時の薬剤師の役割をきちん

と理解できた事により､ 薬剤師の新しいビジョン

が見えてきたとも感じます｡ 将来自分がどのよう

な薬剤師になりたいのか､ 今一度改めて考える良

いきっかけにする事ができました｡ ディスカッショ

ン時に痛感した ｢自分なりの意見をまとめ､ 人に

わかりやすく説明する事｣ の難しさと力の足りな

さも克服していく事ができるよう､ これからも頑

張っていきたいと思います｡

今回の釜石訪問は本当に良い経験になりました｡

日本大学３年 渡辺 美咲

震災によって多くの人命とあらゆる物が失われ

た事はわかっていても､ それが一体何を意味する

のか､ それによってどのような事が起きるのか､

ということまで考えていなかったという事に寺田

先生に問いかけられて気付きました｡
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例えば､ 自宅がなくなることでアイデンティティ

が失われたり､ 職場や仕事がなくなれば人と人と

の繋がりが失われたりして､ 最終的に自分の命が

助かったにも関わらず､ 健康が失われてしまうと

いうのは､ 自分にとって新たな視点でした｡

だからこそ､ 周囲との関わりを大切にするコミュ

ニティケア型の平田第６仮設団地は大きな意味を

持つのだろうと思いました｡ しかし､ 避難所から

仮設住宅に移っても解決しない問題があることを

知り､ 震災直後としばらく時間が経ってからでは､

浮上してくる問題が異なっていることに気付きま

した｡

また､ 災害時のお薬手帳の有用性について考え

た事もなく､ 震災時にお薬手帳が大活躍だった事

も知りませんでした｡ 急性期の患者さんよりも慢

性期の患者さんの方が多かった先の震災｡ この時

多くの患者さんが求めたのは“いつものお薬”だっ

たという状況において､ 飲み合わせやアレルギー

を考慮するのはもちろん､ 薬歴がなくてもいつも

飲んでいる薬が何か分かり､ おおよその病態まで

も知る事が出来るお薬手帳は､ かなりの優れもの

だったのだと感じました｡

災害直後の避難所を中心とした医療について､

支援が行われている事は知っていても､ 実際どの

ようにして行われていたのかは知りませんでした｡

今回､ 本部に処方を集めて管理するという釜石方

式について聞いて､ とても効率的だと感じたと共

に､ 医療支援チームと支援薬剤師のお互いがそれ

ぞれの強みを生かして役割を分担して活躍できる

システムに感動しました｡

起きて欲しくはないけれど､ 関東ではいつかは

必ず大地震が来ると言われていて､ 更に最近では

あちらこちらの火山活動が活発になっていて､ い

つどんな災害が起きてもおかしくない状況だと思

います｡ いざ､ 災害に見舞われた時に被災地にい

ても外にいても､ 支援をする側になれるように多

くの知識を身に付け､ １つの物事についてより深

く考え､ その上で様々な問題の関連性について考

えるようにしていきたいです｡

そして､ 誰かを助けるためにはまず自分が助か

らなくてはいけないので､ どのような災害の時に

はどのようにして身を守るべきなのか､ よく勉強

しておきたいです｡

情
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Ｊ感染制御ネットワーク監修による

｢消毒薬使用ガイドライン2015｣ の活用

盛岡赤十字病院薬剤部 工藤 晋

この度､ J感染制御ネットワーク活動の一環として､ 消毒薬使用ガイドライン2015－第２版－を作成致

しました｡ 第2版の作成にあたり､ 東北６県より感染症に精通している21名の薬剤師が第１版の改訂作業

を行い､ 新設項目としてノロウイルス対策､ インフルエンザ対策および災害時感染対策も含めた追記を行っ

ております｡ その結果､ 新たに完成した消毒薬使用ガイドライン2015では､ １.消毒､ ２.目的別消毒薬の

使用､ ３.消毒薬各論､ ４.ノロウイルス対策､ ５.インフルエンザ対策､ ６.災害時感染対策､ ７.消毒薬

一覧の７項目から成り立ち､ 特に消毒薬適正使用が求められる状況下での迅速な検索から具体的な対策を

参照することが可能となりました｡ これにより､ 感染対策が求められる現場の実情に合わせた消毒薬適正

使用からの有効な感染対策の推進が期待されます｡

昨今の状況に鑑みますと､ ノロウイルスおよびインフルエンザウイルスの集団感染が医療施設のみなら

ず､ 高齢者介護施設や学校等でも数多く発生しています｡ そのため､ 院内感染による病棟閉鎖など医療現

場の混乱のみならず､ 学校閉鎖など社会的な混乱を引き起こす原因にもなり得る状況です｡ また､ ノロウ

イルスは､ 感染力が非常に強く､ 乳幼児から高齢者までの幅広い年齢性で急性胃腸炎を引き起こすウイル

スであり､ インフルエンザウイルスは､ 二次感染やサイトカインストームによる急性肺障害を引き起こし､

特に高齢者では死に至るリスクも高いウイルスです｡ このような状況をふまえて､ 本ガイドラインをより

有効に活用するために､ ノロウイルス対策､ インフルエンザ対策の項目を新設しました｡ さらに､ 災害時

感染対策では､ 東日本大震災の教訓を基に､ 有事の際の感染対策の考え方と災害現場で実践できる活用性

の高い内容にとの思いから作成しております｡ 避難所での手洗い､ 環境整備､ 食品管理､ 体調管理および

考慮すべき感染症と主な症状など､ 感染対策に必要とされる基本的知識と避難所における感染対策のポイ

ントについてわかりやすくまとめられています｡

このような観点から作成した本ガイドラインは､ 老人保健施設やグループホーム等の介護施設､ 学校

(養護教諭等) 等でも活用できるように作成致しました｡ よって､ できるだけ多くの表を利用し､ 用語に

ついては理解しやすいように簡略化を図りました｡ 配布方法については､ 冊子での発行およびインターネッ

ト上に登録し､ PDFでのダウンロード閲覧を可能としています (http://www.tohoku-icnet.ac/)｡

災害時における対応を含め､ さまざまな状況において活用されることを目的として編集された本ガイド

ラインが､ 多くの施設､ 多くの人々に利用され､ 医療関連施設における医療の質と安全性の向上および社

会における市民レベルでの生活の質向上に役立つことを期待します｡
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Ｑ. 医薬品副作用被害救済制度について教えてください

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
独立行政法人医薬品医療機器総合機構

(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency：
以下､ PMDA) は､ 医薬品などの健康被害救済､
承認審査､ 安全対策の３つの役割を一体として行
う公的機関です｡ 今回は､ ｢医薬品副作用被害救
済制度｣ について解説します｡

○医薬品副作用被害救済制度について

医薬品副作用被害救済制度とは､ 医薬品 (病院・
診療所で処方された医薬品､ 薬局で購入した医薬
品) を適正に使用したにも関わらず発生した副作
用により､ 入院治療が必要な程度の重篤な疾病や
障害等の健康被害を受けた方に対して救済給付
(医療費・障害年金等) を行う制度です｡ 適正な
使用とは医薬品の容器あるいは添付文書に記載さ
れている効能効果､ 用法用量､ 使用上の注意にし
たがって､ 使用されることが基本となりますが､
個別の事例については､ 現在の医学・薬学の科学
水準に照らし合わせて総合的な見地から判断され
ます｡

○救済給付の仕組みと請求の流れ

救済給付は､ 副作用によって重篤な健康被害を
受けた本人またはその遺族が直接､ PMDAに対
して行います (図１)｡ 救済給付には７種類あり
ます (表１)｡

○請求時に必要な書類

救済給付の種類によって必要な書類が異なりま
すが､ 請求者が作成する請求書や医師の投薬証明
書あるいは薬局等で医薬品を購入した場合は販売
証明書が必要となります｡ また､ 医師の診断書や
治療に要した費用の額を証明する受診証明書が必
要となります｡ 用紙はPMDAのホームページよ
りダウンロードすることができます｡

○救済対象とならない事例

下記の事例では､ 本制度の対象となりません｡
・法的予防接種による健康被害の事例
・救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて
使用したことによる健康被害で､ その発生が予
め認識されていた事例
・不適正な目的や方法などの使用による事例
・健康被害が入院治療を要する程度でない事例や
日常生活が著しく制限される程度の障害ではな
い事例
・対象除外医薬品による健康被害の事例

など

図１ 救済給付の仕組みと請求の流れ１)
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○対象除外医薬品

がんその他特殊疾病に使用されることが目的と
されている医薬品であって厚生労働大臣の指定す
るものは対象となりません｡ また､ 人体に直接使
用されないものや､ 薬理作用のないものなど副作
用被害発現の可能性が考えられない医薬品も同様
です｡
・抗がん剤
・免疫抑制剤(タクロリムス等)
・殺虫剤
・殺菌消毒剤
・体外診断薬
・賦形剤 など
対象除外医薬品の詳細はPMDAのホームページ
に掲載されています｡

○救済制度の支給状況

平成20～24年度の請求のうち､ 支給割合は86%
でした｡ 支給決定した4,496件の中で､ 副作用原
因医薬品としては中枢神経系用薬が最も多く､ 副
作用としては皮膚および皮下組織障害が最も多く
なっています (図２､ 図３)｡

PMDAでは ｢医薬品副作用被害救済制度｣ の
ほかに､ 生物由来製品による感染症被害に対する
｢生物由来製品感染等被害救済制度｣ を設けてい
ます｡ 医薬品は､ 適正に使用しても副作用の発生
を防止できない場合があります｡ 医療従事者とし
て救済制度の普及のために､ 救済制度への理解と
患者への啓蒙活動を行っていく必要があります｡

(文責 岩手医科大学附属病院薬剤部
於本崇志､ 朝賀純一､ 長澤佳昭)

1) 医薬品医療機器総合機構ホームページ
(http://www.pmda.gp.jp)

表１ 給付の種類

給付の種類 説 明

医 療 費 副作用による疾病の治療 (入院治療を要する程度) に要した費用を実費補償されるもの
(健康保険等による給付の額を除いた自己負担分)

医 療 手 当 副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるもの (定額)

障 害 年 金 副作用により一定程度の障害の状態(症状が固定し治療の効果が期待できないなど)にある
18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるもの (定額)

障害児養育年金 副作用により一定程度の障害の状態(症状が固定し治療の効果が期待できないなど)にある
18歳未満の人を養育する人に対して給付されるもの (定額)

遺 族 年 金 生計維持者が副作用により死亡した場合に､ その遺族の生活の立て直し等を目的として
給付されるもの (定額｡ 最高10年間を限度とする)｡

遺族一時金 生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に､ その遺族に対する見舞等を目的と
して給付されるもの (定額)

葬 祭 料 副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるもの (定額)

図２ 副作用原因医薬品 (平成20～24年度データ) 図３ 副作用の内訳 (平成20～24年度データ)
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地域医療薬学科講座

当講座は､ 平成27年７月に新設された講座です｡
とはいえスタッフはまだ私１名です｡ 現在は､ 国
民がどうすればもっと薬局を活用するかを調査・
研究しています｡ といっても今は大学生活に慣れ
るのに精一杯の状態です｡
平成25年６月の日本再興戦略で､ ｢薬局を地域

に密着した健康情報の拠点として､ 一般用医薬品
等の適正な使用に関する助言や健康に関する相談､
情報提供を行う等､ セルフメディケーションの推
進のため薬局・薬剤師の活用を促進する｡｣ との
内容が盛り込まれ､ 薬局の活用が注目されていま
す｡ 病気になってから薬局へ行くのではなく､ 病
気になる前から薬局を活用する習慣を住民に身に
つけてもらうようにするためには､ どんなことが
必要なのか｡ 住民は薬局にどんなことを求めてい
るのか｡ そんなことを研究していきます｡
現在､ 無理をお願いして薬剤師会の出前講座に
お邪魔させていただき､ 学生が薬剤師活用のミニ
講座 (写真１) を行い､ その前後で受講者にアン
ケートに回答していただき､ 薬剤師や薬局に対す
る認識の変化を調べています｡ 元々国民は薬剤師
の活用の仕方
の説明を誰か
らも受けてい
ません｡ 従っ
てもっと薬剤
師は積極的に
薬局及び薬剤
師の活用方法
を国民に知ら
せていく必要
があります｡

また､ 今まで施設完結型で医療が行われていま
したが､ 疾病構造が急性疾患から慢性疾患に変化
し､ 退院後も医療を必要とする方が多くなってき
ました｡ 退院後は住み慣れた場所でということで､
地域完結型の医療体制の整備が行われています｡
当然､ 地域の医療の連携が必要となり､ 患者情報
の共有化､ 多職種の連携体制の確立､ 限られた医
療・介護リソースの有効活用など課題は山積みで
す｡ これらは岩手県に限らず､ 住み慣れた場所で
最後を迎えたいという国民の共通の願いが根本に
あります｡ 少子高齢社会となり､ 介護者も高齢化
している中で､ どのような街づくりを行うか地域
住民を交えて議論が必要になります｡
その街づくりの一つに地域包括ケアシステムの
構築があります｡ この中で多職種連携が重要にな
ります｡ 現在秋田県において､ 薬剤師と多職種の

合同研修会を支援しています (写真２) が､ ケア
マネージャーが抱えている薬の問題を少しでも減
らしていかなければなりません｡ ここ岩手県にお
いてもそのような取り組みを広げていきたいと思
います｡ 日本
薬剤師会の調
べでも､ ケア
マネージャー
から依頼され
在宅医療に移
行した事例が
多くなってい
ることがわかっ
ています｡

薬学部の教育カリキュラムにおいても､ 在宅医
療への取り組みはまだ十分ではありません｡ 今年
の薬学部入学者から導入された改訂モデルコア・
カリキュラムにおいては､ 在宅医療に関するカリ
キュラムが少し強化されました｡ 大学での事前学
習においては､ バイタルサインやフィジカルアセ
スメントを学び人形シミュレーターで一応のお作
法は経験します｡ 平成31年からはこの改訂モデル
コア・カリキュラムに準拠した実務実習が行われ
ますが､ 現場で実際に在宅医療を１例でもよいの
で体験をすることが到達目標になっています｡ ま
だ在宅医療を実施している薬局が少ないことは十々
承知の上ですが､ 少しずつ在宅医療が実施できる
施設を増やすお手伝いをさせていただきたいと思
います｡ １例経験すれば２例目へのハードルは下
がりますが､ 経験がないところからの１例は､ ハー
ドルがすごく高いものです｡ そのハードルをいか
に越えていくか一緒に考えたいと思います｡
在宅医療の問題は､ 開局薬剤師だけの問題でな
く､ 病院薬剤師にとっても共通の問題です｡ 病院
で行われている薬物治療がそのまま地域医療で同
じように行えない場合もあります｡ 当然地域へ戻
す場合､ 患者個々にカスタマイズする必要性があ
り､ 病院薬剤師と開局薬剤師間のコミュニケーショ
ンが必要となります｡ 同じ薬剤師同士が協力して
患者支援を行っていく時代になります｡ 平成31年
からの実務実習では､ 病院・薬局それぞれがお互
いの実習内容を共有するところから始まります｡
是非実務実習にご参加いただき､ 連携の一旦を担っ
て頂ければと思います｡
このようにまだまだ発展途上の講座ですが､ 皆
さんと一緒に学ぶ接点を数多く持ち､ 共に学ばせ
ていただきたいと思います｡ 今後ともよろしくお
願いします｡

(写真１ 学生によるミニ講座)

(写真２ 多職種合同研修会)

岩岩手手医医科科大大学学薬薬学学部部講講座座紹紹介介
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保険薬局 S.S

｢思った時｣ という過去形のタイトルをもらっ

たが､ 私にとっては現在進行形で続いている｡ さ

かのぼること数十年前､ 旅 (旅行と言うよりタビ

といった感じ) にあこがれがあったので､ 還暦を

過ぎ時間ができたらいろいろな所に出かける心づ

もりでいた｡ それなのに､ その境地に至るのはま

だまだ先になりそうだ｡ 背景にあるのは人手不足｡

６年制の勉強を終わった薬剤師はどんどん出て

くるものの街の薬局にはまだ目が向いていないよ

うだ｡ 売り手市場が続いているんだろう｡ 元を取

ろうという気持ちもあるかもしれない｡ と言ったっ

てこんな状況が長続きするとは思えない｡ ふと気

付いたらちやほやされなくなっている､ きっとそ

ういう時が来る｡ 人生､ そんなに甘くないという

ことをその時になって知ることになるはずだ｡

そうなる前に町の薬局に来て人より早くかかり

つけ薬剤師なり健康相談薬局なりを目指してみる

のも人生かも｡ こんなことを言って誘導しても新

人はなかなか来てくれない｡ やっぱり人生､ 甘く

ないのだ｡ でも期待してます｡

♪ ♪ ♪ ♪ ♪

保険薬局 猫ひろ子

数年前､ 友人に誘われたのがきっかけで､ 嫌々

ながらマラソンを始めた｡ ハーフの大会も何回か

経験し､ 調子に乗って関西で行われるフルマラソ

ンにエントリーしてみたところ､ １つのレースに

当選してしまった｡ とりあえずエントリーして自

分を追い込むいつものパターンだ｡ お金も払って

しまったことだし､ ちょっくら練習でもしてみっ

ぺがと週４で走る計画を立てたものの､ 風が吹い

ては休み､ 雨が降っても休み､ 35℃？無理でしょ

と休み､ 今日は飲み会♪と休み｡ そんな調子でレー

ス前日は不安で眠れず､ 当日を迎えた｡ 案の定半

分もいかないうちに足が動かない｡ 脇の下が擦れ

て痛い｡ このウエアにするんじゃなかった｡ 一生

懸命走っているつもり｡ 沿道の皆さん､ 私､ 前に

進んでますか？ゴメンなさい｡ 私､ マラソンナメ

てました｡ もっと真面目に練習すればよかったの

だ｡ 人生､ そんなに甘くない！テヘッ！

実はこの原稿書いてる時点では､ まだレース走っ

てないの｡ でもレースには出る予定なので､ 結果

が気になる方､ お問合せは県薬事務局まで｡

♪ ♪ ♪ ♪ ♪

病院診療所 匿名

結婚を機に昨年の４月から､ とある田舎へ引っ

越しました｡ 理想の田舎暮らしは､ 緑いっぱいの

自然とおいしい空気､ 近くの川はとてもきれいで

魚たちが泳ぎ､ 夜になると満点の星空が｡ 家庭菜

園で野菜やハーブを育て､ お洒落で静かな生活｡

現実はというと…｡ 虫多過ぎ､ カエル鳴き過ぎ､

夜暗過ぎ､ スーパー遠過ぎ､ 牛近過ぎ｡ 家庭菜園

を始めれば､ 通りすがりのご近所さんがあれやこ

れやとお世話してくれる賑やかな生活…｡

それでも夏は､ よかったのです｡

初めて迎えた冬｡ とにかく寒い！朝は寝室が氷

点下になり､ 息が真っ白｡ このままでは凍死して

しまう｡ 布団屋さんに ｢冬もこれ１枚で大丈夫！｣

とお薦めされたちょっと高価な羽毛布団を購入し

ました｡ これで快適になると安心したのも束の間､

やっぱり寒い！！羽毛布団１枚どころか重い綿布

団を引っ張り出して､ 冬を何とか乗り越えました｡

もうすぐ､ また冬が来ます｡ 今年は断熱シートを

駆使し､ 万全の態勢で冬を迎えたい！

春とお洒落で静かな生活は､ まだ遠い様です｡

♪ ♪ ♪ ♪ ♪

保険薬局 KOBA

小学生におじさんといわれる歳になると人生の

甘さよりも､ 自分の体調管理の甘さにがっかりさ

せられます｡ 最近アムロジピン始めました｡ 本題

の ｢人生そんなに甘くない｣ ですが､ 文章を書く

為に悩んだのですが ｢人生は以外と甘いのかもし

れない｣ というコラムのテーマを完全に無視する
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結論を出してしまいました｡ ここに来るまで色々

な仕事をしてきましたが､ 定時に出社して若干の

残業で一日が終わる日常も悪くないものです｡ もっ

とシンプルに言えば働けば給料がもらえて週末に

は居酒屋で一杯できる｡ きっと日常を普通に楽し

めば､ 人生は甘いものだらけと漠然とですが思っ

ていました｡ 人生の達成レベルは色々あるけれど､

はっきり言って自己満足です｡ 最近は若干の自己

満足と周りの人の優しさが半分以上のバファリン

みたいな人生送っています｡ あえて言うなら30代

後半の独り身はそろそろ人生そんなに甘くないと

気がついた方がいいのかもしれませんけどね…｡

♪ ♪ ♪ ♪ ♪

投稿について

＊ご意見の掲載に当り記銘について下記項目

からお選び､ 原稿と一緒にお知らせくださ

い｡� 記銘について

①フルネームで ②イニシャルで

③匿名 ④ペンネームで� 所属について

①保険薬局 ②病院診療所

③一般販売業 ④卸売販売業

⑤ＭＲ ⑥行政

⑦教育・研究 ⑧その他

＊誌面の関係で掲載できない場合のあること

をご了承ください｡

次号の ｢話題のひろば｣ のテーマは､

『故郷の自慢
～変わった習慣､料理etc～ 』です｡

ご意見は県薬事務局へ FAXかE-mailで

FAX： 019-653-2273
E-mail：ipa1head@rose.ocn.ne.jp

(アイ･ピー･エー･イチ･エイチ･イー･エー･ディー)

会
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｢私の望むこと｣
盛岡薬剤師会 高橋 司

色々なご縁があり､ 何を書いても良いということなので､ リレーエッセイを引き受けまし
た｡ 私は昭和32年､ 盛岡市櫻山神社参道の厚生堂薬店の長男として生まれました｡
昭和54年､ 東北薬科大学を卒業後､ 父を早くに亡くした私は､ 厚生堂薬店を継ぐものと思っ
ており､ 就職活動は全くしていませんでした｡ そんな時ある方が紹介してくれた薬局に､ 直
感でこれはいいと思い､ 新宿区新宿三丁目にある ｢盛成堂薬局｣ に就職しました｡ 予備知識
なしで行って見ると､ 一軒おいて隣は紀伊國屋書店､ 向かいは三越デパート､ 並びは伊勢丹､
前は新宿通りとまさに都会の真ん中､ 裏の歌舞伎町は毎夜２時を過ぎても普通に人があふれ､
ネオンが煌いていました｡ 新宿二丁目で働いている人にストッキングや化粧品を初めて売っ
たときは緊張しましたが､ それも慣れました｡ しかし､ その筋の人の､ 詰めた指に包帯を巻
く羽目になったときは冷や汗ものでした｡ 当時新宿は､ 日本でも有数の薬の安売りの激戦区､
そんな中で私の勤めた店は､ 服装､ 接客用語､ 電話の応対､ 全てに厳しい店でしたが､ 各メー
カーの勉強会にも積極的に行かせてくれたことが､ 今の私の基礎を培ってくれたことを思う
と､ 感謝の気持ちで一杯です｡ 当時の新宿での薬の安売り競争を目の当たりにして､ いずれ
この波は全国に拡がると思っていましたが､ 今や問屋や小売の構造まで変えてしまいました｡
当時の評論家は20年後に残っているのは､ ドラッグストア､ 調剤薬局､ 漢方薬局､ 高度専門
薬局だけと言っていましたが､ 今やドラッグストアも調剤薬局も問屋も更なる淘汰が進んで
います｡
国が抱える問題の一つに医療費(薬剤費)の増大がありますが､ 私の周りの薬局・薬剤師は

皆真面目な方ばかりで､ お薬手帳をチェックしたり､ 残薬を確認したり､ 薬剤費削減のため
に日々努力をしています｡ しかし先日の新聞の投稿に､ 薬剤師から医師に薬を減らすよう提
言できないなら薬剤費の削減はそれほど望めない､ 医薬分業の意味は無いのではないか､ と
いう趣旨の投稿がありました｡ 医療費の増大について国民一人一人が考えることは､ 問題解
決に向けた第一歩だと思いますが､ 薬剤師の努力､ 医療費の増大の根本原因について､ 国民
にはまだ理解されていないと感じました｡
医療の進歩により多くの命が救われていることは素晴らしい事実ですが､ 医療は大きなター

ニングポイントを迎えています｡ がんの治療を見ても､ 手術一辺倒・延命治療だけではなく､
延命治療を拒否して自宅やホスピスで最後を迎えるというように多様性が認められる時代にな
りました｡ そんな時だから､ もう一度基本に帰ってみてはいかがでしょうか｡ 全ての人に平等
なのは ｢生まれたら必ず死ぬ｣ ということ｡ だから ｢生きがいのある､ 幸せで豊かな人生を楽
しく送る｣ ことがみんなの目標なのです｡ 健康は幸せにとって必需品ですから､ 医療は目標達
成の手助けをするサービス業であることが第一です｡ その優先順位を間違えると､ 質の良いサー
ビスが提供できません｡ 薬剤師会も質の良いサービスの提供を第一と考えれば､ 将来の目標
が定まりますね｡ 薬剤師会としては､ 大きい視野で考えると､ 薬剤師が信頼され誇りを持っ
て働き､ 社会に貢献できるシステムを作るために政治の力が必要です｡ 一方普段の生活に目
を向ければ､ 国民一人一人が安心して相談できる ｢かかりつけ薬局｣ を持てるようになること
が目標になります｡ 使い古された言葉ですが ｢医は仁術｣ ということを､ 単なる理想ではなく
目標として行動することを求められる時代に､ ますますなってゆくと思います｡
私の個人的な目標は､ 薬学・科学・哲学・心理学・テレビや雑誌の情報など､ あらゆるこ
とを学び､ 駆使し､ 対応した患者さんに ｢なんか病気が治るような気がする｣ ｢希望が持て
明るくなった｣ ｢肩の荷が下りた｣ 等々､ 少しでも安心して帰ってもらうことです｡ そして
何より私自身が ｢生きがいのある､ 幸せで豊かな人生を楽しく送る｣ ことです｡
患者様そして皆様が ｢生きがいのある､ 幸せで豊かな人生を楽しく送られる｣ ことを毎日
お祈りしています｡ � ������������� ����� ���������
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職場紹介

りあす薬局 (気仙薬剤師会)

はじめまして｡ りあす薬局 (旧赤崎町薬局) と

申します｡

当薬局は､ 株式会社ライブリーの19店舗目とし

て､ 平成14年６月に大船渡市赤崎町に ｢赤崎町薬

局｣ としてオープンしました｡

しかし､ 平成23年３月11日に発生した東日本大

震災の時に､ 店舗の１階部分が水に浸かってしま

いました｡

そのため､ 大船渡市立根町に場所を移し､ 平成

24年11月に薬局名を ｢りあす薬局｣ に変更してリ

ニューアルオープンしました｡

現在､ 当薬局のスタッフは薬剤師が３名､ 事務

スタッフが３名の計６名で運営しています｡ スタッ

フ一同､ いつも笑顔で接し､ 患者様の不安をすこ

しでも軽減できるように心がけております｡

来局される患者様はご年配の方が多く､ 主に隣

接するクリニックからの内科と呼吸器科の処方せ

んが8～9割を占めており､ そのほか近隣の県立病

院の処方せんを取り扱っています｡

場所は､ 大船渡市北部に位置しており､ 自然豊

かな土地で目の前を流れる立根川が落ち着いた雰

囲気を演出してくれます｡ スーパーやホームセン

ター・家電量販店があり､ 生活しやすい環境です｡

患者様一人ひとりのニーズにお応えできるよう､

きめ細やかな対応に努めてまいります｡ また､ 建

物の外観や内装には淡い色を取り入れており､ 快

適な空間になるような工夫をしています｡

今後も地域医療に貢献し､ お薬以外のことでも

患者様に気軽に立ち寄っていただけるような ｢街

のかかりつけマイ薬局｣ を目指し､ 日々の薬局業

務に取り組んでいきたいと思います｡
〒022-0006 大船渡市立根町字中野40-6
TEL：0192-21-5100 FAX：0192-27-2001

会

員



60

サン調剤薬局 (一関薬剤師会)

サン調剤薬局は､ 昭和59年12月１日に開局して

もうすぐ31年目を迎えるところです｡ 当時はまだ

市内に調剤薬局もほとんど無かったころからの創

業です｡

薬局は岩手県の南の玄関口､ 一関駅から磐井川

に向かって10分もしないところにあります｡ 薬局

からは､ 正面に釣山公園が見え､ 春には桜が一面

に咲きます｡ 数種類の桜があるので､ 咲く時期が

少しずれたり､ 色にも濃淡があり市民の目を楽し

ませてくれます｡ 冬には､ 磐井川に白鳥が越冬に

訪れます｡ 近くには今年､ オープンしたばかりの

一関市立図書館や､ 文化センター､ 旧沼田家武家

屋敷跡があり､ 落ち着いた地域にあります｡

薬剤師４名､ 医療事務５名と､ 数で表すと一見

大所帯に感じますが､ 午前だけ､ 午後だけ､ のス

タッフもいて､ 皆で和気あいあいと日々の業務に

勤しんでいます｡

隣接する眼科医院の処方箋が主になりますが､

一関駅から近いせいもあってか､ 北は北海道から､

南は山梨県と､ 処方せんの発行元は多岐にわたっ

ています｡

店内は､ 狭いながらも､ 利用する方には気持ち

よく､ 我々には働きやすくと､ アイデアを出し工

夫を凝らしています｡ ｢いつも研究､ いつも親切｣

をモットーに患者さんの健康を考える ｢かかりつ

け薬局｣ を目指しています｡ 地域に密着した薬局

として､ 調剤業務はもちろんOTCの販売や､ 漢

方相談など､ 健康に関する事なら､ なんでも､ い

つでも､ 気軽にご相談いただけるように努めてい

ます｡

サン調剤薬局の自慢の一つに入口脇の花壇があ

ります｡ 手作り花壇でベンチとして､ お天気の良

い日などは､ すとんとそこに座ってお迎えの車を

待っていられる方の姿もあります｡ 珍しい種類の

花もあり､ 植物の好きな方から分けてほしいと言

われることもあります｡ スタッフの笑顔だけでな

く､ この花壇もおいでになる方の心を温かく迎え

てくれます｡

〒021-0885 一関市田村町29
TEL：0191-21-1890 FAX：0191-26-2522

会員の動き (平成27年９月１日～平成27年10月31日)

☆会員登録の変更について

勤務先・自宅住所・雑誌発送先・薬剤師区分等に変更があった場合は､ 変更報告書 (３枚複写)

を提出していただくことが必要になります｡ 電話等で県薬事務局に用紙を請求して下さい｡

☆退会について

退会を希望される場合は､ 退会届 (３枚複写) を提出していただくことが必要になります｡

県薬事務局まで連絡をお願いします｡

会員の動き

会
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(９月 変更)
地域 氏 名 変更事項 変 更 内 容

盛岡 吉 田 美 紀 勤務先 〒020-0013 盛岡市愛宕町2-38 あたご薬局
電話019-621-8411 FAX019-621-8412

盛岡 工 藤 由 美 勤務先及び氏名 〒020-0831 盛岡市三本柳5地割28-2 調剤薬局ツルハドラッグ三本柳店
電話019-614-3080 FAX019-614-3081 旧姓 小山田

盛岡 工 藤 真 帆 勤務先 〒020-0541 雫石町千刈田79-2 銀河薬局雫石店
電話019-691-1560 FAX019-692-2102

盛岡 中 島 真 弓 勤務先 〒020-0125 盛岡市上堂2-4-11 リリィ薬局盛岡北店
電話019-681-0165 FAX019-681-0173

盛岡 戸 田 英 典 勤務先 〒020-0064 盛岡市梨木町2-14 ぺんぎん薬局
電話019-652-3345 FAX019-654-4060

盛岡 小山田 良 湖 勤務先 〒020-0622 滝沢市野沢62-126 ひかり薬局
電話019-681-0590 FAX019-681-0591

盛岡 佐 藤 大 樹 地域 旧地域
気仙

花巻 中 村 尚 子 勤務先 〒025-0092 花巻市大通り1-10-28 ㈱広田薬品花巻駅前薬局
電話0198-41-1778 FAX0198-41-1777

花巻 梅 木 効 勤務先 〒028-3603 矢巾町西徳田5-1-1 きりの調剤薬局
電話019-698-4193 FAX

奥州 花 岡 千佳子 勤務先 無従事

奥州 � 橋 悠 真 勤務先及び地域 〒023-1104 奥州市江刺区豊田町2-1-46 江刺調剤薬局
電話0197-35-7501 FAX

旧地域
北上

一関 鈴 木 正 勝 勤務先及び地域 〒021-0885 一関市田村町6-10 加賀調剤薬局
電話0191-21-3010 FAX0191-21-3010

旧地域
花巻

釜石 小 林 正 樹 勤務先 〒026-0041 釜石市上中島町3-2-15 中田薬局上中島店
電話0193-21-2050 FAX0193-21-2051

宮古 山 口 美千代 勤務先 無従事

宮古 田 代 智 恵 氏名 旧姓 小林

(９月 入会)

地域
業
態

氏 名
〒 勤 務 先 住 所 勤務先TEL 勤務先FAX

出 身 校
勤 務 先 卒業年度

盛岡 ４
吉 田 真理子 北 陸 大
みなみ薬局 020-0851 盛岡市向中野1-11-24 019-635-8561 019-635-8562 H17

盛岡 ６
根 守 洋 子 東北薬大
こずかた薬局 020-0066 盛岡市上田1-7-17 019-654-7722 019-654-7773 S46

盛岡 ７
高 橋 彩 北医療大
盛岡観山荘病院 020-0114 盛岡市高松4-20-40 019-661-2685 019-662-8955 H24

一関 ４
和 田 好 司 東北薬大
萩の森調剤薬局 029-0803 一関市千厩町千厩字上駒場1-10 0191-51-3060 0191-51-3061 S53

気仙 ４
熊 谷 寛 治 北 陸 大
調剤薬局ツルハドラッグ 高田北店 029-2203 陸前高田市竹駒町字滝の里15-1 0192-53-2268 0192-53-2268 S58

宮古 ６
早 坂 望 岩手医科
岩手県立宮古病院 028-1311 宮古市崎鍬ヶ崎1-1-26 0193-62-4011 0193-63-6941 H25

(10月 入会)

地域
業
態

氏 名
〒 勤 務 先 住 所 勤務先TEL 勤務先FAX

出 身 校
勤 務 先 卒業年度

盛岡 ６
芳 賀 峰 子 北医療大
本町薬局 020-0015 盛岡市本町通1-9-28 019-652-8200 019-652-3322 H10

盛岡 ４
矢 島 潤 一 日 大
そうごう薬局岩手町店 028-4303 岩手町江刈内第10地割三本松45-8 0195-62-6061 0195-62-6062 H21

北上 １
石 澤 洋 子
みつばち薬局 024-0004 北上市村崎野15地割149-1 0197-62-5900 0197-62-5901

奥州 ６
中 村 聡 東 薬 大
アイン薬局胆沢店 023-1864 奥州市水沢区字龍ヶ馬場27-5 0197-51-5030 0197-51-5031 H16

釜石 ７
田 村 晋 弥 岩手医科
岩手県立釜石病院 026-8550 釜石市甲子町第10地割483-6 0193-25-2011 0193-23-9479 H26
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９月退会

(盛岡) 本郷 嘉一､ 菊地 綾子､ 鈴木 春世､ 多田由里子 (北上) 八木 伸幸 (奥州) 伊地智隆之

(一関) 戸田 恵子 (二戸) 小坂千代子､ 澤 明子

10月退会

(盛岡) 高橋あゆみ､ 高橋 彩

会 員 数

正 会 員 賛助会員 合 計

平成27年10月31日現在 1,670名 93名 1,763名

平成26年10月31日現在 1,672名 92名 1,764名

(10月 変更)
地域 氏 名 変更事項 変 更 内 容

盛岡 鷲 塚 正 義 勤務先 無従事

花巻 吉 田 博 勤務先及び地域 〒025-0003 花巻市東宮野目第13地割105-4 あおば薬局
電話0198-23-1221 FAX0198-23-1251

旧地域
一関

花巻 小 原 恵 子 勤務先 〒025-0072 花巻市四日町3-5-10 花北薬局
電話0198-22-2020 FAX0198-22-7622

花巻 馬 場 亮 輔 勤務先及び地域 〒025-0312 花巻市二枚橋第6地割498-1 たんぽぽ薬局
電話0198-26-1755 FAX0198-26-1756

旧地域
盛岡

北上 � 橋 稔 勤務先 〒025-0039 花巻市諏訪町2-1-15 かなん薬局
電話0198-21-5522 FAX0198-21-5522

北上 佐 藤 友 成 勤務先及び地域 〒024-0004 北上市村崎野15-149-1 みつばち薬局
電話0197-62-5900 FAX0197-62-5901

旧地域
一関

奥州 葛 巻 秀 和 勤務先及び地域 〒023-1103 奥州市江刺区西大通り10-11 アイン薬局江刺店
電話0197-31-2151 FAX0197-31-2152

旧地域
北上

奥州 佐 藤 史 和 勤務先 〒023-0034 奥州市水沢区川口町29-1 あかり薬局川口町店
電話0197-47-6510 FAX0197-47-6511

一関 小 山 伸 勤務先 無従事

一関 八重樫 千 晶 勤務先 無従事

宮古 八重樫 裕 司 勤務先 〒027-0076 宮古市栄町2-4 上田ビル１Ｆ 健康堂薬局駅前店
電話0193-63-8181 FAX0193-64-6979

宮古 熊 谷 美知子 勤務先及び地域 〒027-0096 宮古市崎鍬ヶ崎1-11-26 岩手県立宮古病院
電話0193-62-4011 FAX0193-63-6941

旧地域
盛岡

新たに指定された保険薬局

保険薬局の動き

地域名 指定年月日 薬局名称 開設者名 〒 住所 TEL

北上 H27.10.01 みつばち薬局 石澤 洋子 024-0004 北上市村崎野15-149-1 0197-62-5900

気仙 H27.10.01 調剤薬局ツルハドラッグ
高田北店 鶴羽 順 029-2203 陸前高田市竹駒町字滝の里15-1 0192-54-4268

盛岡 H27.11.01 オリーブ薬局 田屋 祐二 020-0866 盛岡市本宮6-2-32 019-631-2165

盛岡 H27.11.01 ソレイユ調剤薬局 田屋 祐二 020-0822 盛岡市茶畑1-8-20 019-652-2822

気仙 H27.11.01 アイン薬局大船渡店 大谷 喜一 022-0002 大船渡市大船渡町字山馬越175-1 0192-21-3230
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会

員

地域名 指定年月日 薬局名称 開設者名 〒 住所 TEL

一関 H27.11.01 アイン薬局一関店 大谷 喜一 021-0877 一関市城内1-4 0191-31-2070

一関 H27.11.01 アイン薬局東山町店 大谷 喜一 029-0302 一関市東山町長坂字町388 0191-48-4630

二戸 H27.11.01 アイン薬局浄法寺店 大谷 喜一 028-6852 二戸市浄法寺町樋田162-1 0195-39-1221

奥州 H27.11.01 あかり薬局川口町店 千葉 純子 023-0034 奥州市水沢区川口町29-1 0197-47-6510

奥州 H27.11.01 アイン薬局大通中央店 大谷 喜一 023-1111 奥州市江刺区大通り5-8 0197-35-8351

奥州 H27.11.01 アイン薬局江刺店 大谷 喜一 023-1103 奥州市江刺区西大通り10-11 0197-31-2151

奥州 H27.11.01 アイン薬局胆沢店 大谷 喜一 023-0864 奥州市水沢区龍ケ馬場27-5 0197-51-5030

盛岡 H27.11.01 ミモザ薬局 四倉 曉子 020-0637 滝沢市高屋敷平11-40 019-613-2670

二戸 H27.11.01 アイン薬局一戸店 大谷 喜一 028-5312 一戸町一戸字砂森54-1 0195-31-1280

求人情報

受付日 種別 勤務地 求人者名
勤務時間

休日 その他
平日 土曜日

27.11.2 病院 一関市大手町3-36 医療法人博愛会
一関病院 8:30～17:00 8:30～12:00

日曜､祝日､年末年始､
第3土曜､ 第5土曜
(1月を除く)

通勤手当有り､
昇給有り

27.11.2 保険薬局 花巻市高木15-18-13 たかき薬局 9:00～18:00 9:00～13:00 日曜､祝日､
年末年始

昇給有り､ 退職
金有り

27.10.30 保険薬局 北上市さくら通り2-2-28 きたかみ中央薬局 8:30～17:30
(木 8:30～13:00) 8:30～13:00

日曜､ 祝日の他､
第4木曜､
社休・月2回

通勤費支給､ 昇給
年１回､ 退職金有
り､ パート可

27.10.30 保険薬局 盛岡市本宮字小板小瀬13-8 おおたばし調剤薬局 9:00～18:00
(水 9:00～13:00) 9:00～13:00

日曜､祝日の他､
社休・月2回

通勤費支給､ 昇給
年１回､ 退職金有
り､ パート可

27.10.19 保険薬局 盛岡市玉山区好摩字夏間木107-3 まつや調剤薬局 9:00～18:00 9:00～13:00 週休2日
(シフト制)

昇給有､ 中退共
加入､ パート可

27.10.6 保険薬局 盛岡市青山3-6-2 スタイル薬局 8:30～18:00 8:30～13:00
(水 8:30～15:00)

日曜､ 祝日､ 第3
土曜､ 月1回水曜

勤務時間はシフ
ト制､ パート可

27.9.29 保険薬局 盛岡市盛岡駅前通14-21 ひまわり薬局 8:30～17:30 8:30～13:00
(木､ 土曜日) 日曜､ 祝日

変則完全週休二
日制､ パート可

27.9.14 保険薬局 花巻市石鳥谷町八幡5-47-2 ㈲あさひ薬局センター店 9:00～17:00 9:00～12:00 日曜､ 祝日､
平日週1日

27.9.11 病院 一関市八幡町2-43 社団医療法人
西城病院 8:30～17:00 8:30～13:30 日曜､ 祝日 (土曜

日はシフトによる) 雇用形態は応相談

27.9.10 保険薬局 盛岡市上田1-1-35 リープ薬局 9:00～18:00
(水 9:00～14:00) 9:00～13:00

日曜､祝日
(土曜日は交代制)

勤務時間はシフト
により変更あり

27.9.10 保険薬局 盛岡市上田1-3-10 リード薬局 9:00～18:00
(もしくは10:00～19:00) 9:00～13:00

日曜､祝日
(土曜日は隔週)

27.8.21 保険薬局 奥州市水沢区川原小路12 水沢調剤薬局 8:45～17:45 土曜､日曜､
祝日 パート可

27.7.35 保険薬局 花巻市石鳥谷町新堀8-34-4 フロンティア薬局
石鳥谷店 8:30～17:30 8:30～17:30 月曜､ 祝日

シフト制により週1日 パート可

27.7.34 保険薬局 盛岡市中太田泉田66-11 フロンティア薬局
盛岡店 9:00～18:00 9:00～18:00 日曜､ 祝日

他シフト制で週１日 パート可

27.7.33 保険薬局 奥州市前沢区古城字比良59-8 フロンティア薬局前沢店 8:30～17:30 8:30～17:30 月曜､ 祝日 パート (金､ 土
可能で週2～3日)

27.7.32 保険薬局 奥州市前沢区古城字比良59-8 フロンティア薬局前沢店 8:30～17:30 8:30～17:30 月曜､ 祝日
シフト制により週1日

契約社員 (土日
出勤可能な方)

27.7.31 保険薬局 奥州市前沢区古城字比良59-8 フロンティア薬局前沢店 8:30～17:30 8:30～17:30 月曜､ 祝日
他シフト制で週１日 パート可
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■岩手県薬剤師会【薬剤師無料職業紹介所】では､ 求人､ 求職ともそれぞれ､ ｢求人票｣､ ｢求職票｣ を登録のうえで

のご紹介となっております｡ 登録をご希望のかたは､ 直接来館または､ ｢求人票｣ ｢求職票｣ を送付いたしますので県

薬事務局 (電話 019－622－2467) までご連絡ください｡ 受付時間は (月－金／９時～12時､ 13時～17時) です｡ な

お､ 登録については受付日～三ヵ月間 (登録継続の連絡があった場合を除く) とします｡

受付日 種別 勤務地 求人者名
勤務時間

休日 その他
平日 土曜日

27.7.30 保険薬局 北上市村崎野17-171 フロンティア薬局
北上店 9:00～18:00 - 土曜､ 日曜､

祝日
パート (月､ 水
可能で週2～3日)

27.7.29 保険薬局 北上市村崎野17-171 フロンティア薬局
北上店 9:00～18:00 - 土曜､ 日曜､

祝日
契約社員 (月1回
程度休日出勤あり)

27.7.28 保険薬局 北上市村崎野17-171 フロンティア薬局
北上店 9:00～18:00 - 土曜､ 日曜､

祝日 パート可

27.7.21 保険薬局 花巻市材木町6-6 材木町薬局 パート (勤務時
間応相談)

27.7.21 保険薬局 花巻市材木町6-6 材木町薬局 9:00～18:00 9:00～17:00 木曜､ 日曜､
祝日

☆図書の購入申し込みは､ 専用の申し込み用紙で､ 県薬事務局までFAXして下さい｡
専用の申し込み用紙は､ 県薬ホームページ会員のページからダウンロードしてご利用下さい｡
県薬ホームページ http://www.iwayaku.or.jp/
会員のページ ユーザー名 iwayaku

パスワード ipa2210

図書紹介

１. ｢軟膏・クリーム 配合変化ハンドブック
第２版｣
発 行 じほう
判 型 B６判 780頁
定 価 4,536円 (税込)
会員価格 4,050円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律500円 (税込)

２. ｢新版 健康食品の基礎知識｣
発 行 じほう
判 型 B５判 241頁
定 価 3,240円 (税込)
会員価格 2,920円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律500円 (税込)

３. ｢臨床力ＵＰエクササイズ ②内分泌・代謝
領域｣
発 行 じほう
判 型 A５判 221頁
定 価 2,592円 (税込)
会員価格 2,330円 (税込)
☆送 料 ①県薬及び地域薬剤師会に送付の場

合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇
所に送付する場合は無料

③１～９冊までは､一律500円 (税込)

４. ｢病態と薬理を理解して薬学的ケアを実践す
る －大腸がん－｣
発 行 日本薬剤師会研修センター
定 価 2,571円 (税込)
会員価格 2,340円 (税込)
☆送 料 ①県薬送付の場合は､ 送料無料

②各支部又は個人への送付の場合は､
１冊300円

｢病態と薬理を理解して薬学的ケアを実践する－大腸がん－｣
研修で使用したテキストと同一のものです｡
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編集後記

2015年も残すところ１ヶ月となりました｡ この時期になるとよく聞かれるようになる【書き入れ時】
という言葉｡ 元々は帳簿に取引の数字などを書き込むことが多い時期を指していたそうです｡ 帳簿に
数字が並ぶということは､ すなわち売り上げが良好ということ｡
この考え方から､ 徐々に現在のような使われ方に変化していったようです｡
2015年もあと少し､ 書き入れ時が過ぎればランラン気分なお正月がすぐそこです｡ あと１ヶ月がん
ばっていきましょう！ (編集委員 安倍 奨)

・・・・・ お知らせ ・・・・・

(一社) 岩手県薬剤師会ホームページ http://www.iwayaku.or.jp/

｢会員のページ｣ ユーザー名 iwayaku
パスワード ipa2210

｢イーハトーブ｣ は､ 会員相互の意見や情報の交換の場です｡
会員の皆様からの投稿・意見・要望をお待ちしております｡

投稿・意見・要望あて先 県薬事務局 TEL 019-622-2467 FAX 019-653-2273
e-mail ipa1head@rose.ocn.ne.jp

(アイ・ピー・エー・イチ・エイチ・イー・エー・ディー)

薬剤師会館休館のお知らせ
年末年始につき次の期間は岩手県薬剤師会館を閉館いたします｡
平成27年12月29日 (火) から平成28年１月３日 (日) まで

表紙の写真
今年９月に開通した奥州市と一関市を結ぶ道路です｡ 奥州市は国道397号線胆沢区つぶ沼から一関市のまつる

べ大橋付近に通じ全長は15㎞位です｡
写真は今年10月末曇天の奥州湖大橋付近の紅葉です｡ 奥が奥州市､ 手前が一関市に通じます｡
現在この道路の愛称を募集しています｡ 是非一度ドライブしてみては如何ですか｡
尚､ 冬期間は閉鎖になるそうです｡ (奥州薬剤師会 ＹＯ)

編 集 担当副会長 宮手義和
担当理事(広報委員会) 畑澤昌美､ 高林江美､ 工藤琢身､ 佐々木栄一､ 川目聖子
編集委員(編集委員会) 川目聖子､ 高野浩史､ 安倍 奨､ 佐々木美保
地域薬剤師会編集委員 渡辺憲之 (盛岡)､ 伊藤勝彦 (花巻)､ 三浦正樹 (北上)､

千葉千香子 (奥州)､ 阿部淳子 (一関)､ 金野良則 (気仙)､
佐竹尚司 (釜石)､ 内田一幸 (宮古)､ 新渕純司 (久慈)､
松尾智仁 (二戸)

イーハトーブ～岩手県薬剤師会誌～ 第52号

第52号 (奇数月１回末日発行) 平成27年11月28日 印刷
平成27年11月30日 発行

発行者 一般社団法人 岩手県薬剤師会 会長 畑澤博巳
発行所 一般社団法人 岩手県薬剤師会 〒020-0876 盛岡市馬場町3番12号

TEL (019) 622-2467 FAX (019) 653-2273
e-mail ipa1head@rose.ocn.ne.jp

印刷所 杜陵高速印刷株式会社 〒020-0811 盛岡市川目町23番2号 盛岡中央工業団地
TEL (019) 651-2110 FAX (019) 654-1084
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2016年 岩手県で ｢希望郷いわて国体・希望郷いわて大会｣ が開催されます｡

わたしたち薬剤師はスポーツ選手の味方です！
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